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多
様
性
と
多
義
性
が
混
在
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
の
行
政
現
象
な
い
し
そ
の
文
化
的
土
台
で
あ
る
「
行
政
文
化
（
日
日
目
骨
自
く
の

２
］
白
円
の
）
」
を
理
解
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
側
面
か
ら
で
あ
れ
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
現
代
社
会
に
お
け
る
複

合
的
か
つ
高
度
化
し
た
行
政
現
象
の
理
解
は
、
広
義
に
お
い
て
は
そ
の
上
位
概
念
で
あ
る
社
会
現
象
（
社
会
文
化
）
な
い
し
政
治
現
象

（
政
治
文
化
）
と
の
関
係
に
お
い
て
、
狭
義
に
お
い
て
は
行
政
に
お
け
る
組
織
文
化
の
理
解
の
上
に
お
い
て
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
伝

統
的
な
文
化
要
素
が
含
ま
れ
る
。

一
言
で
「
行
政
文
化
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
〈
官
〉
に
特
有
の
観
念
、
象
徴
、
類
型
化
さ
れ
た
行
動
、
そ
の
生
活
様
式
の
総
体
」

（
井
出
嘉
憲
、
『
日
本
官
僚
制
と
行
政
文
化
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
、
二
六
四
）
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
、
概
念
と
し
て
確
立

行
政
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
（
申
）

は
じ
め
に 行
政
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察

ｌ
韓
国
の
行
政
文
化
研
究
（
一
九
六
八
～
二
○
○
○
）
を
素
材
に
Ｉ

申

龍

徹
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法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
二
号

一一

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
る
で
、
「
官
僚
制
」
の
諸
概
念
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
時
代
順
応
的
な
不
確
定
概
念
に
近
く
、
さ
ら
に

「
文
化
」
と
い
う
極
め
て
広
大
な
範
鴫
を
も
つ
概
念
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
そ
の
定
義
可
能
性
は
益
々
困
難
に
な
る
。

し
か
し
、
行
政
が
存
在
す
る
社
会
に
お
い
て
の
行
政
文
化
は
そ
の
実
在
以
来
、
経
験
的
に
拡
張
さ
れ
て
お
り
、
行
政
文
化
を
有
し
な
い

行
政
（
組
織
）
な
ど
、
存
在
は
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
が
存
在
し
、
そ
の
政
府
政
策
が
行
政
活
動
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
そ
の
行
政
組
織
、
構
成
員
、
活
動
様
式
な
ど
に
か
か
わ
る
社
会
文
化
的
要
素
が
あ
り
、
そ
の
朴
癸
文
化

的
壷
毒
素
は
、
歴
史
的
・
地
理
的
・
心
理
的
な
諸
要
素
に
よ
っ
て
複
合
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
行
政
文
化
を
構
成
す

る
諸
要
素
は
画
一
的
で
は
な
く
、
多
分
に
文
化
的
な
属
性
に
影
響
を
受
け
、
多
様
多
義
の
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
異

な
っ
た
形
で
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
多
義
多
様
な
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
行
政
文
化
を
理
解
す

る
こ
と
は
、
そ
の
国
の
様
々
な
行
政
現
象
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
り
、
国
際
的
な
協
調
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
現
在
の
国
際
行
政

に
お
い
て
は
欠
か
せ
な
い
作
業
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
こ
の
学
際
的
か
つ
実
務
的
な
面
に
お
け
る
行
政
文
化
の
理
解
と
国
際
比
較
に
向
け
た
試
論
的
試
み
と
し
て
、
一
九
六
○
年
代

以
降
、
行
政
文
化
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
韓
国
の
研
究
蓄
積
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
鳥
敵
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

（
１
）
 

捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
戦
後
の
韓
国
行
政
が
直
面
し
議
論
し
て
き
た
行
政
文
化
に
関
す
る
様
々
な
論
点
を
、

’
九
六
八
年
か
ら
二
○
○
○
年
に
至
る
ま
で
の
関
連
文
献
の
時
系
列
的
な
調
査
に
よ
り
検
討
し
、
行
政
文
化
に
関
す
る
概
念
的
特
徴
、
範

囲
、
分
析
一
々
法
、
分
析
狛
匹
点
、
類
型
な
ど
の
側
面
を
概
説
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
的
に
お
け
る
諸
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
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韓
国
に
お
け
る
行
政
文
化
に
関
す
る
一
連
の
学
際
的
研
究
は
、
戦
後
か
ら
始
ま
る
本
格
的
な
欧
米
制
度
の
移
植
過
程
に
お
い
て
見
ら
れ

る
「
文
化
遅
滞
」
の
視
点
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
欧
米
諸
国
の
先
進
制
度
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
適
用
が
う
ま
く
行
か
な
い

問
題
を
説
明
す
る
た
め
に
、
伝
統
的
な
行
政
文
化
を
研
究
し
始
め
た
の
が
そ
の
き
か
つ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
儒
教
や
家
族
主
義
な
ど

の
伝
統
的
な
文
化
に
対
す
る
否
定
的
か
つ
反
発
展
的
な
特
性
に
対
す
る
批
判
が
研
究
の
大
半
を
占
め
い
て
い
る
（
呉
錫
泓
、
一
九
九
七
、

四
）
。
行
政
文
化
に
関
す
る
研
究
上
の
特
性
は
、
権
威
主
義
、
温
情
主
義
、
儀
式
主
義
、
階
級
主
義
、
運
命
主
義
、
家
族
主
義
な
ど
、

様
々
な
用
語
に
よ
く
表
れ
て
い
る
が
、
時
に
は
、
こ
の
文
化
と
い
う
概
念
の
代
わ
り
に
、
価
値
観
、
行
態
的
特
性
、
意
識
な
ど
の
用
語
が

使
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
複
雑
さ
を
増
し
て
い
る
。

現
在
、
数
多
く
存
在
す
る
行
政
学
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
の
行
政
文
化
（
日
日
旨
】
の
【
『
９
－
ぐ
の
２
一
目
『
の
）
は
、
「
行
政
体
制
を
樹
成
す
る

人
々
の
共
有
す
る
生
活
様
式
ま
た
は
行
動
様
式
の
総
体
」
（
呉
錫
泓
、
二
○
○
八
、
一
六
三
）
、
「
行
政
体
制
の
構
成
員
ら
が
共
有
す
る
価

値
と
信
念
、
そ
し
て
態
度
と
行
動
様
式
の
総
体
」
（
痩
敏
鳳
、
二
○
○
五
、
一
八
九
）
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
行
政
組
織
に
か
か
わ
る
文

化
的
特
性
を
意
味
す
る
範
囲
に
お
い
て
は
大
同
小
異
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
概
念
的
同
意
性
は
、
最
初
か
ら
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
’
九
六
○
年
代
以
降
の
数
多
く
の
研
究
の
中
で
蓄

積
さ
れ
た
暗
黙
的
な
同
意
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
学
問
分
野
に
お
い
て
進
行
さ
れ
て
き
た
文
化
研
究
の
影
響
、
比
較
行

政
や
発
展
行
政
の
研
究
、
伝
統
的
な
官
僚
制
の
病
理
現
象
に
関
す
る
研
究
な
ど
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

杼
故
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
甲
）

一一一

行
政
文
化
研
究
の
台
頭
”
思
考
方
式
と
し
て
の
文
化

Hosei University Repository



こ
の
三
つ
の
仮
説
の
う
ち
、
③
の
思
考
方
式
と
行
政
組
織
及
び
行
政
行
為
と
の
関
係
を
「
文
化
」
と
い
う
学
習
さ
れ
た
行
動
を
媒
介
と

し
、
韓
国
の
行
政
文
化
の
特
徴
を
、
①
権
威
主
義
的
な
行
政
、
②
家
族
主
義
的
な
行
政
、
③
無
事
安
逸
的
な
行
政
、
④
形
式
的
な
行
政
、

⑤
気
分
主
義
的
な
行
政
、
の
五
つ
に
分
類
し
て
お
り
、
特
に
⑤
の
気
分
主
義
的
な
行
政
の
背
景
に
は
、
儒
教
思
想
に
お
け
る
垂
直
的
な
人

間
関
係
に
起
因
す
る
行
政
風
土
を
指
摘
し
て
い
る
（
金
鳳
式
、
’
九
六
八
、
三
五
四
）
。

そ
の
上
、
こ
の
よ
う
な
行
政
文
化
研
究
が
実
を
結
ぶ
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
仮
説
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
し
、
三
つ
の
仮
説
に
よ
り
議

論
を
添
加
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
｜
国
の
国
民
は
他
国
の
国
民
と
は
異
な
る
思
考
方
式
を
も
っ
て
い
る
、
②
思
考
方
式
と
い
う
の
は

比
較
的
長
い
時
間
を
か
け
て
形
成
さ
れ
、
一
度
形
成
さ
れ
れ
ば
大
き
な
変
化
な
く
比
較
的
長
い
時
間
持
続
す
る
、
③
一
国
の
国
民
の
思
考

方
式
と
そ
の
国
家
の
行
政
組
織
及
び
行
政
行
為
の
間
に
は
一
定
の
因
果
関
係
が
あ
る
、
が
そ
れ
で
あ
る
（
金
鳳
式
、
一
九
六
八
、
三
四

法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
二
号

四

戦
後
の
韓
国
に
お
け
る
行
政
文
化
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
金
鳳
式
の
「
韓
国
人
の
思
考
方
式
を
通
じ
て
見
た
韓
国
行
政
文
化
」
（
韓
国

行
政
学
報
、
第
二
号
、
一
九
六
八
）
が
噴
矢
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
初
め
て
「
行
政
文
化
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
行
政
現
象
を
分
析

し
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
、
「
思
考
方
式
を
行
政
文
化
分
析
の
基
準
と
し
て
採
択
し
た
理
由
は
、
新
し
い
行
政
制
度
・
技
術
を
導
入
・

受
容
す
る
過
程
に
お
い
て
生
じ
や
す
い
様
々
な
試
行
錯
誤
を
で
き
る
限
り
最
小
化
し
、
我
が
国
の
行
政
現
実
に
合
っ
た
行
政
制
度
・
技
術

の
発
展
の
た
め
の
努
力
が
要
求
さ
れ
て
い
る
今
日
、
こ
の
類
の
研
究
が
多
少
と
も
役
立
つ
」
か
ら
で
あ
る
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て

一一一）。

い

る
｡ 
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次
に
、
行
政
文
化
の
研
究
を
本
格
化
さ
せ
た
の
が
、
白
完
基
に
よ
り
発
表
さ
れ
た
二
本
の
論
文
、
す
な
わ
ち
、
一
九
七
五
年
の
「
韓
国

行
政
の
近
代
化
に
対
す
る
文
化
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
（
韓
国
行
政
学
報
、
第
九
号
、
一
九
七
五
）
及
び
一
九
七
八
年
の
「
韓
国
の
行

政
文
化
、
儀
式
主
義
を
中
心
に
」
（
韓
国
行
政
学
報
、
第
十
二
号
、
一
九
七
八
）
で
あ
る
。
前
者
は
、
韓
国
の
行
政
文
化
を
六
つ
の
次
元

に
お
い
て
分
類
し
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
行
政
行
為
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
分
析
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
運
命
主
義
、

②
家
族
主
義
、
③
権
威
主
義
、
④
情
的
人
間
主
義
、
⑤
儀
式
主
義
、
⑥
非
物
質
主
義
の
六
つ
の
分
類
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
行

政
行
為
と
の
関
係
に
対
す
る
分
析
な
ど
は
、
行
政
文
化
研
究
の
水
準
を
引
き
上
げ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
ず
、
①
運

命
主
義
で
は
、
そ
の
操
作
的
な
定
義
（
・
ロ
の
『
：
ｏ
ｇ
Ｅ
の
冒
旨
目
）
と
し
て
、
「
人
間
生
活
に
お
い
て
の
す
べ
て
が
人
間
の
意
志
よ
り
は

幸
運
、
偶
然
及
び
超
自
然
的
な
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
未
来
の
世
界
は
希
望
や
約
束
よ
り
は
危
険
と
恐
怖
に
満
ち
て
お
り
、
冒
険
に
挑

戦
す
る
よ
り
は
そ
れ
を
避
け
る
の
が
良
く
、
す
べ
て
の
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
れ
付
き
の
自
分
の
道
を
進
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
信
じ

る
も
の
」
（
白
完
基
、
一
九
八
一
一
、
一
一
一
一
一
）
と
し
、
こ
の
運
命
主
義
的
な
思
考
を
促
進
さ
せ
る
要
因
と
し
て
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
（
農
四
日
目
‐

厨
日
）
、
権
威
主
義
的
な
社
会
化
過
程
（
：
三
○
１
ｓ
『
一
目
の
Ｃ
Ｄ
巨
旨
目
。
ご
□
【
ｏ
８
の
⑪
）
、
そ
し
て
過
剰
保
護
の
育
児
教
育
（
の
Ｈ
・
の
⑩
⑫
］
『
の
一
『

口
○
斤
の
。
号
の
ｏ
目
。
‐
『
８
『
曰
、
）
を
挙
げ
て
い
る
（
白
完
基
、
一
九
八
一
一
、
一
一
七
～
二
八
）
。
こ
う
し
た
運
命
主
義
的
な
価
値
観
は
、
行
政

行
為
や
公
共
政
策
に
対
し
、
強
い
カ
リ
ス
マ
性
を
も
つ
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
選
好
、
科
学
的
・
合
理
的
な
思
考
発
展
の
妨
害
、
目
標
意
識

の
弱
さ
と
責
任
転
嫁
、
閉
鎖
的
な
意
識
疎
通
、
改
革
よ
り
は
現
状
維
持
の
選
好
、
組
織
構
成
員
間
の
不
信
と
葛
藤
誘
発
な
ど
の
悪
影
響
を

行
故
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
（
申
）

五

二
文
化
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
函
伝
統
文
化
に
お
け
る
儀
式
主
義
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法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
二
号

一ハ

も
た
ら
す
（
白
完
基
、
一
九
八
二
、
三
一
～
一
一
一
六
）
。

次
の
②
家
族
主
義
的
な
価
値
観
に
つ
い
て
は
、
「
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、
出
生
地
・
本
籍
地
・
氏
族
集
団
・
出
身
学
校
な
ど
の
第
一
次
的

集
団
に
対
す
る
忠
誠
心
」
（
白
完
基
、
’
九
八
二
、
三
八
）
を
さ
す
と
し
、
そ
の
促
進
要
因
と
し
て
は
、
血
縁
中
心
の
大
家
族
制
度
と

「
孝
」
や
祖
先
崇
拝
の
強
調
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
家
族
間
の
結
束
意
識
（
８
コ
⑫
。
－
．
こ
の
口
の
冊
・
局
薗
目
｝
ご
‐
の
。
巨
凶
。
ご
）
、
一
種
の
社
会
保

険
と
し
て
の
第
一
次
的
集
団
の
形
成
、
地
域
的
偏
見
の
助
長
が
挙
げ
ら
れ
た
（
白
完
基
、
一
九
八
二
、
四
一
～
四
三
）
。
そ
し
て
、
こ
の

家
族
主
義
的
な
思
考
は
、
行
政
行
為
に
対
し
、
排
他
的
な
帰
属
主
義
の
強
調
、
不
公
平
な
処
遇
の
蔓
延
、
非
合
理
・
主
観
的
な
政
策
決

定
・
行
政
行
為
、
家
父
長
的
な
組
織
運
営
や
公
職
の
私
物
化
、
組
織
内
の
小
集
団
間
の
葛
藤
、
国
民
形
成
の
妨
害
、
個
人
的
発
展
の
機
会

剥
奪
な
ど
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
（
・
曰
完
基
、
一
九
八
二
、
四
四
～
五
二
）
。

③
権
威
主
義
の
価
値
観
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
の
操
作
的
な
概
念
を
「
権
威
主
義
は
、
他
人
の
意
見
に
対
し
寛
容
な
態
度
を
取
ら
ず
、

常
に
他
人
を
支
配
し
よ
う
と
し
、
後
箪
や
年
下
の
者
が
い
つ
も
服
従
的
な
態
度
を
取
る
の
を
好
む
複
合
的
な
傾
向
」
（
白
完
基
、
一
九
八

二
、
五
六
～
五
七
）
と
し
、
そ
の
促
進
要
因
と
し
て
は
、
儒
教
的
教
え
に
基
づ
く
家
父
長
的
な
家
族
制
度
、
長
幼
有
序
制
、
官
尊
民
卑
の

思
想
、
男
性
支
配
の
伝
統
が
挙
げ
ら
れ
た
（
白
完
基
、
一
九
八
二
、
六
○
～
六
二
）
。
こ
う
し
た
権
威
主
義
は
、
行
政
責
任
の
｝
小
在
、
意

見
や
行
動
の
画
一
性
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
に
よ
る
意
思
決
定
、
独
断
的
・
教
条
的
な
政
策
決
定
な
ど
の
問
題
が
行
政
行
為
の
中
で
発
生
す
る
。

④
の
情
的
人
間
主
義
（
の
白
目
・
目
］
自
日
口
己
の
ョ
）
に
つ
い
て
は
、
「
他
人
と
の
情
的
な
連
携
関
係
を
継
続
・
維
持
し
よ
う
と
す
る
傾

向
で
あ
り
、
そ
の
構
成
要
素
は
、
相
互
内
包
性
・
密
着
性
・
信
義
及
び
全
体
的
な
結
合
性
で
あ
る
。
情
的
人
間
主
義
は
、
共
同
的
な
作
業

を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
個
人
の
目
的
実
現
の
た
め
の
手
段
的
役
割
を
果
た
す
」

百
完
基
、
一
九
八
二
、
七
一
）
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
、
家
族
制
度
に
お
け
る
母
性
、
貧
困
と
不
安
、
共
同
運
命
帯
と
し
て
の
農
耕
社
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会
が
そ
の
促
進
要
因
で
あ
る
（
白
完
基
、
一
九
八
二
、
七
五
～
七
六
）
。
こ
の
情
的
人
間
主
義
は
、
行
政
行
為
や
政
策
決
定
に
対
し
、
合

理
性
の
欠
如
、
上
下
関
係
の
歪
曲
、
非
公
式
関
係
の
重
視
、
有
機
的
な
統
一
性
の
な
い
表
面
上
の
調
和
（
の
ロ
『
［
四
８
盲
『
曰
。
弓
）
な
ど

の
問
題
が
形
成
さ
れ
る
（
白
完
基
、
一
九
八
二
、
七
六
～
八
一
）
。

⑤
の
儀
式
主
義
に
つ
い
て
は
、
「
人
間
の
社
会
的
地
位
や
権
威
、
ま
た
は
威
信
を
守
り
体
面
を
維
持
す
る
た
め
、
伝
統
的
な
慣
習
や
先

例
ま
た
は
儀
式
に
執
着
し
よ
う
と
す
る
傾
向
」
（
白
完
基
、
’
九
八
二
、
八
七
）
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
儒
教
的
な
教
え
に
基
づ

く
日
常
生
活
上
の
規
範
と
し
て
の
礼
の
重
視
が
そ
の
最
大
の
促
進
要
因
で
あ
り
、
そ
の
行
政
行
為
に
対
し
て
、
法
的
手
続
き
の
過
度
な
従

順
、
変
化
や
革
新
に
対
す
る
消
極
的
な
態
度
な
ど
が
生
じ
る
。

最
後
の
⑥
非
物
質
主
義
に
関
し
て
は
、
そ
の
操
作
的
な
定
義
に
お
い
て
、
「
お
金
・
富
・
物
理
的
な
便
宜
な
ど
の
物
質
的
な
価
値
よ
り

は
、
名
誉
・
威
信
・
義
理
・
徳
性
な
ど
の
精
神
的
価
値
に
力
点
を
置
く
傾
向
」
（
白
完
基
、
一
九
八
二
、
一
○
一
）
と
さ
れ
、
儒
教
的
教

義
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
・
義
理
・
正
義
・
公
平
・
純
粋
・
誠
実
・
勤
勉
な
ど
の
強
調
に
よ
る
道
徳
的
な
人
格
の
形
成
と
い
う
人
間
教
育
の

社
会
化
が
そ
の
最
大
促
進
要
因
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
人
間
教
育
は
あ
ま
り
に
も
理
想
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
非
物
質
主
義
が

行
政
行
為
に
与
え
た
影
響
は
、
実
学
的
な
行
政
の
欠
如
、
不
健
全
・
不
均
衡
な
人
格
の
形
成
、
逆
説
的
な
腐
敗
の
増
加
な
ど
で
あ
る
（
白

完
基
、
一
九
八
二
、
一
○
六
～
一
○
八
）
。

こ
の
六
つ
の
次
元
の
要
素
を
伝
統
的
か
つ
支
配
的
な
価
値
観
と
し
、
「
行
政
は
社
会
文
化
の
産
物
で
あ
る
」
と
い
う
基
本
認
識
に
立
っ

て
、
三
つ
の
課
題
の
究
明
、
す
な
わ
ち
、
①
韓
国
の
官
僚
は
こ
の
六
つ
の
伝
統
的
な
価
値
観
か
ら
ど
の
程
度
離
れ
て
い
る
の
か
、
②
こ
れ

ら
の
価
値
観
と
行
政
行
為
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
、
③
年
齢
・
教
育
・
宗
教
・
成
長
地
・
海
外
訓
練
な
ど
の
社
会
的
変

数
が
官
僚
の
価
値
観
の
変
化
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
に
つ
い
て
の
分
析
を
試
み
て
い
る
（
白
完
基
、
二
○
○
七
）
。

行
政
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
（
申
）

七
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そ
の
上
、
こ
う
し
た
韓
国
人
特
有
の
儀
式
主
義
の
特
徴
を
次
の
五
つ
に
要
約
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
韓
国
社
会
に
お
け
る
儀
式
主

義
は
、
宗
教
中
心
と
い
う
よ
り
は
生
活
規
範
と
し
て
の
礼
を
中
心
に
発
達
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
礼
は
、
冠
婚
葬
祭
と
上
下
の
身

分
秩
序
に
関
し
て
想
像
以
上
の
儀
式
と
形
式
を
作
り
出
し
た
、
②
儀
式
主
義
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
礼
は
、
人
間
の
本
能
的
な
側
面
よ
り

は
当
為
意
識
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
形
式
が
主
と
な
り
、
人
間
が
従
と
な
る
現
象
を
生
じ
さ
せ
る
、
③
儀
式
主
義
は
、
外
国
の

制
度
や
思
想
を
導
入
す
る
際
に
も
そ
の
土
台
に
活
き
て
い
る
精
神
よ
り
は
文
字
そ
の
ま
ま
の
外
形
の
模
倣
に
傾
い
て
い
る
、
④
儀
式
主
義

は
、
自
己
中
心
的
自
我
よ
り
は
体
面
な
い
し
威
信
ま
た
は
他
人
の
評
価
の
中
で
外
部
志
向
的
自
我
を
強
調
す
る
た
め
、
性
格
の
二
重
構
造

と
し
て
内
心
と
外
心
の
葛
藤
を
促
進
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
の
人
間
は
、
常
に
不
安
、
緊
張
、
強
迫
観
念
の
中
で
生
き
る
し

か
な
い
、
⑤
儀
式
主
義
は
、
先
例
踏
襲
主
義
を
助
長
し
、
変
化
や
改
革
に
対
し
ブ
レ
イ
ク
を
か
け
る
役
割
を
果
た
す
、
の
五
つ
で
あ
る

法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
二
号

八

他
方
、
後
者
は
、
韓
国
人
の
「
儀
式
」
に
執
着
し
よ
う
と
す
る
性
向
を
「
儀
式
主
義
（
【
旨
、
］
厨
日
）
」
（
Ⅱ
儀
礼
主
義
）
と
し
、
こ
の

儀
式
主
義
が
社
会
や
行
政
発
展
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
を
検
討
し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
韓
国
人
の
礼
に
対
す
る
執
着

意
識
は
、
古
王
々
礼
儀
之
国
と
し
て
称
さ
れ
る
ほ
ど
強
い
と
言
え
る
。
そ
し
て
礼
儀
の
問
題
は
、
国
政
に
お
い
て
論
難
の
対
象
と
な
り
、
党

争
の
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
、
最
後
は
殺
し
合
い
ま
で
生
じ
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
儀
礼
に
対
す
る
執
着
意
識
は
西
洋
の
文
物
と
接
触
し

な
が
ら
相
当
低
減
し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
の
未
だ
に
政
府
当
局
が
規
制
す
る
ほ
ど
強
く
温
存
し
て
い
る
と
言
え
る
。
政
府
当
局
が
掲
げ
た

家
庭
儀
礼
準
則
は
行
き
過
ぎ
た
儀
礼
主
義
を
規
制
す
る
た
め
の
良
き
事
例
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
の
儀
礼
主
義
の
背
景
に
伝
統
的
な
儒
教

文
化
の
特
徴
で
あ
る
「
礼
に
対
す
る
害
盃
巳
が
強
く
影
騨
し
て
お
り
、
韓
国
社
会
に
お
い
て
は
こ
の
礼
が
人
間
社
会
生
活
に
お
け
る
規
範

で
あ
り
、
倫
理
的
な
行
動
指
針
と
し
て
す
べ
て
の
人
に
そ
の
順
守
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
白
完
基
、
一
九
七
八
、
一
一

一一一）。
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他
方
、
行
政
文
化
の
特
徴
を
「
文
化
決
定
論
（
２
一
目
『
の
Ｑ
の
芹
の
Ｈ
目
已
⑫
曰
）
」
に
基
づ
く
宗
教
文
化
的
な
視
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
す

る
試
み
も
あ
っ
た
。
韓
国
の
伝
統
宗
教
と
言
え
る
神
話
・
巫
教
・
仏
教
・
儒
教
が
も
つ
宗
教
文
化
的
な
性
格
が
現
代
の
行
政
文
化
を
形
成

す
る
一
つ
の
構
成
要
因
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
五
年
に
発
表
さ
れ
た
崖
棗
學
の
「
韓
国
行
政
文
化
の
宗
教
文

化
的
な
性
格
研
究
、
韓
国
の
神
話
・
巫
教
・
仏
教
・
儒
教
を
中
心
に
」
（
韓
国
行
政
学
報
、
一
九
二
］
、
一
九
八
五
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
、
「
韓
国
の
行
政
行
態
を
説
明
す
る
分
析
枠
組
み
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
た
社
会
文
化
的
な
分
析
に
対
し
、
ま
た
一

つ
の
深
層
的
な
分
析
枠
組
み
を
加
え
る
た
め
に
宗
教
文
化
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
」
（
崔
乗
學
、
一
九
八
五
、
一
七
四
）
こ
と
を
そ

の
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
崔
は
、
韓
国
儒
教
に
お
け
る
特
徴
を
、
治
国
理
念
的
な
「
支
配
統
制
の
論
理
」
（
崖
乗
學
、
一
九
八

行
故
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
（
申
）

九

（
白
完
基
、
一
九
七
八
、
二
六
）
。

ま
た
、
こ
う
し
た
否
定
的
に
見
え
る
儀
式
主
義
に
も
社
会
存
続
に
お
い
て
は
肯
定
的
な
面
も
あ
り
、
そ
の
機
能
と
し
て
、
①
社
会
構
成

員
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
迅
速
化
、
②
社
会
秩
序
の
確
立
及
び
そ
の
維
持
へ
の
貢
献
、
な
ど
を
指
摘
す
る
一
方
、
儀
式
主
義
が

行
政
文
化
に
与
え
る
本
質
的
な
特
徴
で
あ
る
、
「
伝
統
的
な
慣
習
や
先
例
ま
た
は
儀
式
に
執
着
し
よ
う
と
す
る
傾
向
」
は
、
法
規
万
能
主

義
や
法
手
続
き
へ
の
執
着
と
し
て
現
れ
、
そ
の
責
任
問
題
に
お
い
て
も
、
実
質
的
な
責
任
（
『
の
①
や
目
の
旨
一
一
ご
）
よ
り
は
法
的
な
責
任
（
：
‐

８
自
国
目
ご
）
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
行
動
の
連
鎖
に
よ
り
、
法
の
形
式
的
な
様
式
性
を
重
視
す
る
行
政
監
察
制
度
、
会
計
監
査
も
、

行
政
の
無
事
安
逸
主
義
を
助
長
し
、
そ
の
悪
循
環
を
引
き
起
こ
す
と
説
明
し
て
い
る
（
白
完
基
、
一
九
七
八
、
一
一
一
二
～
一
二
四
）
。

三
宗
教
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
》
儒
教
文
化
の
影
響
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
否
定
的
な
伝
統
的
儒
教
論
に
対
し
て
、
肯
定
的
な
側
面
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
す
る
試
み
が
現
れ
た
。
一
九
九
一
年

に
発
表
さ
れ
た
季
大
煕
の
「
儒
教
式
行
政
文
化
に
対
す
る
新
し
い
解
釈
」
（
韓
国
行
政
学
報
、
二
五
［
二
］
、
一
九
九
一
）
で
あ
る
。
李
は
、

従
来
の
儒
教
的
な
行
政
文
化
の
否
定
的
な
視
点
は
、
「
経
済
と
社
会
の
開
発
遅
れ
に
対
す
る
自
己
否
定
の
傾
向
の
た
め
」
と
指
摘
し
、
経

済
社
会
の
発
展
状
況
に
応
じ
て
の
儒
教
文
化
の
肯
定
的
要
素
の
発
見
を
主
張
し
た
（
李
大
煕
、
一
九
九
一
、
五
四
九
）
。
こ
の
中
で
、
従

来
の
儒
教
文
化
の
否
定
的
な
視
点
を
大
き
く
四
つ
の
類
型
、
す
な
わ
ち
、
「
無
批
判
的
受
容
型
」
・
「
自
尊
心
的
反
発
型
」
・
「
厭
世
的
悲
観

型
」
・
「
長
・
短
点
列
挙
型
」
に
分
類
し
た
。

ま
ず
、
「
無
批
判
的
受
容
型
」
は
、
批
判
的
な
検
討
過
程
の
な
い
ま
ま
他
人
の
批
判
を
引
用
す
る
場
合
で
あ
り
、
儒
教
的
文
化
に
対
す

る
ほ
と
ん
ど
の
否
定
的
な
視
点
が
こ
こ
に
属
し
て
お
り
、
こ
の
類
型
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
儒
教
文
化
は
、
家
族
主
義
・
権
威
主
義
・
形

式
主
義
・
階
序
主
義
・
運
命
主
義
・
温
情
主
義
・
情
的
人
間
主
義
・
義
理
主
義
・
割
拠
主
義
な
ど
で
あ
る
。
次
の
「
自
尊
心
的
反
発
型
」

は
、
伝
統
的
な
文
化
の
長
点
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
類
型
と
し
て
、
こ
こ
で
は
自
国
の
文
化
の
主
体
性
・
優
秀
性
な
ど
が
強
調

さ
れ
る
も
の
の
、
将
来
に
わ
た
っ
て
の
規
模
的
な
価
値
の
創
出
は
困
難
で
あ
る
。
「
厭
世
的
悲
観
型
」
は
、
様
々
な
分
析
資
料
に
基
づ
い

て
一
貫
し
て
批
判
を
展
開
す
る
類
型
で
あ
る
が
、
論
理
飛
躍
は
も
ち
ろ
ん
、
行
き
過
ぎ
た
批
判
は
国
家
発
展
を
阻
害
す
る
と
指
摘
し
て
い

摘
に
集
中
し
て
い
る
。

法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
二
号

一
○

五
、
一
八
三
）
に
集
約
で
き
る
と
し
、
こ
の
儒
教
が
支
配
す
る
社
会
関
係
の
基
本
原
理
と
し
て
権
威
と
温
良
恭
順
が
あ
り
、
権
力
を
も
つ

存
在
を
中
心
と
す
る
秩
序
志
向
的
な
権
威
構
造
を
登
場
さ
せ
、
こ
こ
に
連
結
さ
れ
た
階
級
意
識
は
職
業
の
差
別
（
士
農
工
商
）
、
男
尊
女

卑
、
形
式
主
義
、
名
分
論
な
ど
で
根
を
下
ろ
し
、
韓
国
針
芸
の
停
滞
性
と
保
守
性
を
深
化
さ
せ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
崔
乗
學
、
一
九
八

五
、
一
八
六
）
。
こ
う
し
た
伝
統
的
な
文
化
と
し
て
の
儒
教
の
行
政
文
化
に
対
す
る
見
方
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
否
定
的
な
影
響
の
指
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こ
の
一
九
九
一
年
に
発
表
さ
れ
た
鄭
成
浩
の
「
韓
国
行
政
研
究
に
お
け
る
文
化
心
理
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
評
価
」
（
韓
国
行
政
学
会
夏

季
学
術
大
会
論
文
、
一
九
九
一
）
は
、
行
政
文
化
を
取
り
扱
っ
た
六
本
の
論
文
［
金
鳳
式
一
九
六
八
、
ユ
ン
ウ
ゴ
ン
一
九
七
三
、
白
完
基

一
九
七
五
、
金
溶
有
一
九
七
八
、
梁
ス
ン
ド
’
九
七
八
、
金
海
東
一
九
八
五
］
の
「
内
容
上
の
類
似
性
と
処
方
的
限
界
を
中
心
に
文
化
心

理
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
方
法
論
上
の
評
価
」
（
鄭
成
浩
、
一
九
九
一
、
八
九
）
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
文
化
心
理
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
本
的
な
立
場
は
、
ど
の
社
会
に
お
い
て
も
そ
の
構
成
員
が
共
有
す
る
独
特
の
文
化
心
理
が
存
在
し
、
社
会
現
象
は
こ
の

文
化
心
理
的
な
性
格
に
絶
対
的
な
影
響
を
受
け
る
と
の
こ
と
で
、
社
会
の
変
化
の
た
め
に
は
制
度
よ
り
は
構
成
員
の
心
理
的
な
性
格
や
意

識
の
変
化
が
先
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
制
度
は
こ
の
よ
う
な
性
格
や
意
識
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
と
み
な
す
（
鄭
成
浩
、
’
九
九
一
、
九

る
。
最
後
の
「
長
・
短
点
列
挙
型
」
は
、
伝
統
的
な
文
化
の
特
性
を
順
機
能
の
面
と
逆
機
能
の
面
に
分
け
て
提
示
す
る
類
型
と
し
て
、
ま

ず
肯
定
的
な
順
機
能
と
し
て
は
、
民
族
的
親
和
の
原
理
と
人
本
主
義
ま
た
は
民
本
主
義
の
伝
統
、
潔
白
精
神
ま
た
は
正
義
精
神
、
自
立
意

識
と
進
歩
意
識
の
三
点
を
、
否
定
的
な
逆
機
能
と
し
て
は
、
権
威
主
義
・
縁
故
主
義
・
形
式
主
義
・
利
権
主
義
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
（
李

大
煕
、
一
九
九
一
、
五
五
○
～
五
五
二
）
。

一一）。上
記
の
六
本
の
研
究
は
、
戦
後
の
米
国
型
行
政
の
無
条
件
的
な
模
倣
の
中
に
お
い
て
自
国
の
行
政
文
化
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
行
っ
た
点

に
共
通
で
あ
る
が
、
用
い
る
用
語
の
概
念
や
研
究
視
点
、
そ
の
分
析
方
法
な
ど
の
面
に
お
い
て
は
異
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

行
按
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
（
申
）

’
一

四
行
政
文
化
の
評
価
ヨ
文
化
心
理
学
的
」
研
究
の
限
界

Hosei University Repository



増
加
し
た
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
戦
後
か
ら
の
行
政
文
化
に
関
す
る
一
連
の
研
究
蓄
積
に
対
す
る
評
価
作
業
が
続
き
、
一
九
九
二
年
に
発
表
さ
れ
た
朴
天
悟
の

「
韓
国
行
政
文
化
研
究
の
方
向
と
課
題
」
（
韓
国
行
政
学
報
、
二
六
［
一
］
、
一
九
九
二
）
は
、
既
存
の
行
政
文
化
に
関
す
る
研
究
の
多
く

が
伝
統
的
な
行
政
文
化
の
属
性
と
結
び
つ
い
た
い
わ
ゆ
る
逆
機
能
の
分
析
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
、
こ
う
し
た
視
点
で
の
諸
研
究
は
否
定

的
な
行
政
文
化
の
転
換
に
対
し
具
体
的
な
処
方
が
微
弱
で
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
れ
ま
で
の
文
化
心
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
弱
点
と
批
判

さ
れ
た
処
方
的
な
対
応
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
広
義
の
行
政
文
化
か
ら
狭
義
の
行
政
文
化
へ
の
移
動
、

官
僚
文
化
を
そ
の
主
な
研
究
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
、
②
行
政
現
実
と
支
配
的
行
政
理
念
に
基
づ
く
理
論
化
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
、
③

行
政
文
化
転
換
の
実
現
可
能
性
に
対
す
る
体
系
的
な
研
究
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
、
④
組
織
文
化
か
ら
行
政
体
系
全
体
へ
と
上
向
式
研
究

が
必
要
で
あ
る
、
が
そ
れ
で
あ
る
（
白
完
基
、
二
○
○
五
、
二
八
八
～
一
一
八
九
）
。

一
九
六
八
年
の
金
鳳
式
の
論
文
か
ら
始
ま
る
戦
後
の
行
政
文
化
研
究
は
、
こ
の
一
九
九
二
年
の
諸
論
文
を
境
に
、
そ
の
概
念
・
対
象
に

お
い
て
広
義
的
な
部
分
か
ら
狭
義
的
な
部
分
へ
、
そ
し
て
認
識
・
思
考
方
式
な
ど
の
抽
象
的
な
も
の
か
ら
官
僚
制
や
そ
の
組
織
行
動
、
階

級
関
係
、
人
間
関
係
な
ど
に
具
体
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
研
究
方
法
論
の
発
達
に
も
影
響
さ
れ
、
実
証
研
究
に
よ
る
分
析
も

浩
、
一
九
九
一
、
二
七
）
。

法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
二
号

一
一
一

こ
の
六
本
の
研
究
に
お
い
て
は
反
制
度
主
義
的
な
立
場
に
お
い
て
韓
国
の
行
政
問
題
及
び
そ
の
現
象
を
行
政
文
化
ま
た
は
心
理
性
格
と
し

て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
戦
後
の
欧
米
化
に
対
す
る
挫
折
と
六
○
年
代
・

七
○
年
代
に
流
行
っ
た
近
代
化
論
的
な
発
展
視
点
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
鄭
成
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一
九
九
二
年
の
安
乗
萬
・
金
仁
詰
の
論
文
「
韓
国
の
政
治
・
行
政
文
化
の
構
造
分
析
」
（
韓
国
行
政
学
報
、
一
一
五
［
三
］
）
は
、
従
来
の

政
治
・
行
政
文
化
を
対
象
と
し
た
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
論
点
を
三
つ
に
要
約
し
た
う
え
、
こ
れ
ら
の
概
念
上
・
方
法
論
上
の
限
界

を
補
完
す
る
分
析
枠
組
み
の
提
示
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
三
つ
の
集
約
は
、
ま
ず
、
①
上
位
文
化
と
し
て
の
伝
統
文
化
の
特
性

と
下
位
文
化
と
し
て
の
政
治
文
化
ま
た
は
行
政
文
化
の
特
徴
の
間
で
そ
の
相
関
性
を
説
明
す
る
際
に
、
概
念
間
の
連
結
に
論
理
的
な
飛
躍

を
有
し
て
い
る
こ
と
、
②
政
治
・
行
政
文
化
と
は
、
政
治
・
行
政
体
制
の
構
造
と
そ
の
運
営
、
そ
し
て
こ
こ
で
現
わ
れ
た
特
徴
的
な
現
象

を
中
心
内
容
と
す
る
が
、
そ
の
特
徴
を
個
人
の
個
別
的
な
特
徴
の
総
体
的
な
集
合
と
し
て
み
な
す
た
め
に
個
人
の
集
合
と
は
異
な
る
他
の

性
質
の
文
化
が
存
在
で
き
る
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
、
③
文
化
要
素
を
否
定
的
か
つ
逆
機
能
的
（
ま
た
は
肯
定
的
か
つ
順
機
能

的
）
な
特
性
の
み
に
傾
斜
し
て
概
念
化
し
て
い
る
た
め
、
客
観
的
か
つ
価
値
中
立
的
な
分
類
を
難
し
く
し
て
い
る
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る

（
安
乗
萬
・
金
仁
詰
、
一
九
九
二
、
六
八
七
～
六
八
八
）
。
ま
た
、
戦
後
に
お
け
る
社
会
変
動
の
説
明
に
際
し
、
財
貨
の
不
均
衡
な
配
分
に

よ
る
経
済
的
階
層
化
、
政
府
関
与
の
大
都
市
集
中
に
よ
る
地
域
間
格
差
の
助
長
、
政
府
の
主
導
的
な
役
割
が
も
た
ら
し
た
官
僚
機
能
の
強

化
を
指
摘
し
、
こ
う
し
た
戦
後
の
社
会
構
造
的
変
動
は
、
「
行
政
の
病
理
化
（
の
。
＆
巴
、
（
国
員
】
Ｃ
目
。
口
）
」
、
｜
‐
地
域
間
極
化
〈
『
の
四
・
日
一
つ
？

］
口
『
旨
呂
○
コ
）
」
、
「
行
政
の
病
理
化
（
目
『
⑩
目
ロ
■
ご
ｏ
－
Ｃ
国
）
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
に
過
渡
期
に
お
い
て
典
型
的
に
現
れ
る
世

代
間
の
異
質
化
（
ぬ
の
ロ
の
国
威
・
目
一
日
⑩
。
『
の
ロ
目
Ｏ
］
）
と
教
育
の
影
響
が
伴
う
社
会
化
程
度
の
差
、
そ
し
て
伝
統
的
な
性
別
間
の
対
立
が
加

わ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
が
政
治
文
化
と
行
政
文
化
を
相
対
的
な
差
異
を
説
明
す
る
主
要
変
数
と
し
て
前
提
さ
れ
た
（
安
乗
萬
・
金
仁
詰
、

行
政
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
（
申
）

’一一一

五
行
政
文
化
の
再
認
識
四
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
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他
方
、
同
じ
時
期
に
発
表
さ
れ
た
チ
ョ
ム
ソ
ン
の
「
韓
国
行
政
人
の
診
断
と
改
革
、
行
政
文
化
の
視
角
」
（
韓
国
行
政
学
報
、
一
九
九

七
年
夏
季
学
術
大
会
発
表
論
文
）
は
、
既
存
の
行
政
文
化
に
対
す
る
諸
研
究
の
争
点
を
多
様
な
側
面
、
す
な
わ
ち
、
行
政
文
化
の
概
念
と

範
囲
、
研
究
志
向
、
診
断
方
法
、
伝
統
文
化
の
質
的
な
次
元
、
文
化
の
分
析
水
準
、
文
化
の
変
数
機
能
、
理
論
的
背
景
、
比
較
次
元
の
性

格
と
の
関
係
、
縦
横
の
比
較
、
文
化
類
型
に
つ
い
て
総
合
的
な
評
価
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
上
、
韓
国
行
政
人
に
対
い
し
行
政
文
化
と
い

点
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

韓
国
の
政
治
・
行
政
文
化
に
対
す
る
構
造
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
個
人
的
な
規
範
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
制
度
及
び
社
会
の
運

用
に
関
す
る
観
念
、
行
政
現
象
と
官
僚
行
態
に
対
す
る
評
価
な
ど
を
含
む
包
括
的
な
概
念
化
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
し
た
こ
の
研
究
の

特
徴
は
、
人
間
的
な
支
配
関
係
を
伝
統
的
な
儒
教
思
想
に
照
ら
し
、
階
級
的
な
上
下
関
係
意
識
と
集
団
的
な
人
間
関
係
に
両
分
し
て
、
こ

れ
を
韓
国
の
政
治
・
行
政
文
化
の
起
源
的
源
流
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
（
安
乗
萬
・
金
仁
詰
、
一
九
九
二
、
七
○
四
）
。

ま
た
、
計
量
的
な
分
析
手
法
を
用
い
て
分
析
さ
れ
た
こ
の
研
究
は
、
韓
国
の
行
政
文
化
研
究
に
対
し
い
く
つ
か
点
に
お
い
て
有
益
な
示
唆

を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
支
配
規
範
を
も
つ
人
ほ
ど
政
治
体
制
の
運
営
が
、
体
制
維
持
主
義
、
文
治
主
義
、
集
権
主
義
お

よ
び
帰
属
主
義
的
な
属
性
を
持
ち
、
行
政
現
象
も
安
定
性
、
権
威
性
及
び
情
実
性
な
ど
の
特
質
を
帯
び
て
い
る
こ
と
、
老
年
層
は
階
層
関

係
意
識
が
深
い
反
面
、
青
年
層
は
強
力
な
人
脈
優
位
的
な
支
配
規
範
意
識
を
持
っ
て
お
り
、
地
縁
・
学
縁
な
ど
の
縁
故
関
係
が
社
会
に
お

い
て
も
っ
と
重
要
な
役
割
を
持
つ
と
信
じ
て
い
る
こ
と
、
若
く
て
高
学
歴
の
人
ほ
ど
政
治
体
制
や
行
政
現
象
に
対
し
否
定
的
で
あ
る
こ
と

及
び
こ
の
現
象
が
都
会
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
集
権
主
義
や
帰
属
主
義
な
ど
の
政
治
体
制
に
対
す
る
否
定
的
な
認
識

の
官
僚
集
団
に
お
い
て
も
、
自
己
評
価
に
あ
た
る
行
政
現
象
に
評
価
に
対
し
て
は
民
間
と
は
逆
に
相
当
の
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る

法
学
志
林

一
九
九
二
、
六
八
九
）
。

第
一
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次
の
「
伝
統
的
な
行
政
文
化
の
質
的
次
元
」
に
対
し
て
は
、
伝
統
的
な
行
政
文
化
を
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
見
る
の
か
否
か
の
問
題
と

し
て
、
こ
の
種
の
区
分
は
、
研
究
者
の
世
界
観
や
価
値
観
、
行
政
を
見
る
視
角
に
よ
っ
て
異
な
る
、
ま
た
規
範
的
な
研
究
志
向
な
の
か
、

経
験
的
な
研
究
志
向
な
の
か
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
研
究
志
向
が
必
要
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
行
き
過
ぎ
た
国

守
主
義
や
事
大
主
義
へ
の
傾
斜
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
（
チ
ョ
ム
ソ
ン
、
一
九
九
七
、
四
四
○
）
。
中
で
も
、
「
行
政
人
の
性
格
と
行
政

文
化
の
関
係
」
に
対
す
る
研
究
蓄
積
の
欠
如
は
、
従
来
の
行
政
文
化
の
概
念
を
め
ぐ
る
混
乱
要
素
で
あ
り
、
従
来
に
お
け
る
思
考
方
式
や

性
格
構
造
を
文
化
概
念
と
同
化
さ
せ
、
直
ち
に
総
体
的
な
文
化
概
念
と
し
て
見
る
の
は
難
し
い
と
の
指
摘
で
あ
る
（
チ
ョ
ム
ソ
ミ
’
九

行
政
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
（
申
）

’
五

う
巨
視
的
な
視
点
に
お
い
て
そ
の
改
革
対
案
を
示
そ
う
と
し
た
（
チ
ョ
ム
ソ
ン
、
一
九
九
七
、
四
三
五
）
。

こ
の
論
文
で
は
、
ま
ず
、
「
行
政
文
化
の
概
念
と
現
状
」
に
つ
い
て
、
行
政
文
化
を
人
間
の
内
面
的
な
も
の
に
局
限
し
よ
う
と
す
る
立

場
と
思
考
方
式
及
び
行
態
を
含
む
生
活
方
式
と
し
て
把
握
す
る
立
場
に
区
分
す
る
。
ま
た
、
行
政
文
化
の
適
用
対
象
を
行
政
人
に
局
限
す

る
か
否
か
に
よ
り
異
な
り
、
前
者
は
行
政
に
従
事
す
る
人
々
の
態
度
、
行
動
様
式
な
ど
を
支
配
す
る
と
思
わ
れ
る
価
値
を
行
政
文
化
と
し

て
定
義
す
る
一
方
、
後
者
の
場
合
は
、
行
政
官
僚
の
意
識
構
造
、
思
考
方
式
、
価
値
観
、
態
度
と
一
般
国
民
の
行
政
に
対
す
る
価
値
意
識

の
総
合
を
行
政
文
化
と
し
て
定
義
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
チ
ョ
ム
ソ
ン
、
’
九
九
七
、
四
三
六
～
四
三
七
）
。

ま
た
、
「
行
政
文
化
の
研
究
志
向
」
に
お
い
て
は
、
経
験
的
・
規
範
的
・
処
方
的
研
究
志
向
の
三
つ
を
、
「
行
政
文
化
診
断
の
多
様
な
方

法
」
に
つ
い
て
は
、
質
的
な
方
法
と
量
的
な
方
法
に
区
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
行
政
文
化
の
把
握
の
た
め
に
参
加
観
察
や
面
談
を
通

じ
て
資
料
を
収
集
し
、
研
究
者
の
主
観
的
な
解
釈
を
通
じ
て
研
究
す
る
方
法
と
し
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
設
問
調
査
と
統
計
的
手
法
が
あ

り
、
従
来
の
韓
国
の
行
政
文
化
に
関
す
る
調
査
手
法
は
、
主
に
後
者
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
と
指
摘
す
る
（
チ
ョ
ム
ソ
ン
、
一
九
九
七
、

四
三
九
）
。
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「
行
政
文
化
の
類
型
」
に
関
し
て
は
、
｜
部
の
概
念
的
な
類
型
化
は
あ
る
も
の
の
、
韓
国
の
行
政
文
化
そ
の
も
の
に
対
し
類
型
化
を
試

み
た
研
究
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
類
型
化
に
向
け
た
方
向
性
を
次
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
行
政
文
化
Ｄ
概
念

を
行
政
組
織
文
化
と
し
て
規
定
し
、
行
政
組
織
の
構
成
員
に
限
定
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
、
②
行
政
文
化
の
研
究
を
経
験
、
規
範
、

処
方
に
よ
る
総
合
的
な
研
究
志
向
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
、
③
行
政
文
化
の
診
断
に
お
い
て
多
様
か
つ
適
実
性
の
あ
る
経
験
的
な
方
法
を

選
択
す
べ
き
で
あ
る
、
④
伝
統
的
な
行
政
文
化
に
対
す
る
肯
定
性
・
否
定
性
の
評
価
に
お
い
て
先
入
観
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
、
⑤
行
政

文
化
の
独
立
変
数
の
機
能
を
一
定
の
制
約
要
件
の
下
で
把
握
す
べ
き
で
あ
る
、
⑥
行
政
文
化
の
分
析
水
準
と
し
て
、
上
位
文
化
と
下
位
文

化
の
関
係
に
焦
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
、
⑦
理
論
的
な
背
景
と
し
て
、
多
様
な
視
点
の
理
論
、
特
に
組
織
文
化
理
論
と
の
連
結
が
必
要
で

あ
る
、
⑧
性
格
と
行
政
文
化
と
の
関
係
が
心
理
的
な
人
間
学
の
助
け
を
得
て
体
系
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
⑨
縦
の
視
点
と
横
の
視

点
か
ら
の
比
較
研
究
の
た
め
集
団
的
な
努
力
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
⑩
比
較
研
究
の
活
性
化
の
た
め
の
類
型
研
究
も
進
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
、
が
そ
れ
で
あ
る
（
チ
ョ
ム
ソ
ン
、
一
九
九
七
、
四
四
四
）
。

さ
ら
に
、
行
政
文
化
の
改
革
を
進
め
る
上
で
の
制
約
条
件
と
し
て
、
①
時
期
別
の
縦
横
か
ら
の
比
較
研
究
が
欠
如
し
て
い
る
点
、
②
行

政
文
化
の
測
定
の
た
め
の
主
観
的
な
意
味
が
付
与
さ
れ
た
質
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
軽
視
さ
れ
た
点
、
③
行
政
文
化
の
研
究
に
お
い
て
限
定

さ
れ
た
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
安
住
し
、
多
様
な
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
点
、
④
行
政
現
実
に
照
ら
し
、
行
政
文
化
の
類
型
化
の
基

準
が
悪
意
的
か
つ
細
分
化
過
ぎ
て
い
る
点
、
⑤
行
政
文
化
の
本
質
的
な
改
革
方
法
に
対
す
る
経
験
的
な
調
査
研
究
が
不
足
し
て
い
る
点
、

の
五
つ
を
指
摘
し
て
い
る
（
チ
ョ
ム
ソ
ン
、
一
九
九
七
、
四
八
一
）
。

九
七
、
四
三
五
）
。
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と
こ
ろ
が
、
一
九
九
八
年
に
発
表
さ
れ
た
虜
化
俊
の
「
韓
国
行
政
文
化
の
進
化
に
対
す
る
複
雑
性
の
科
学
的
解
釈
、
官
治
経
済
・
金
融

を
中
心
に
」
（
韓
国
行
政
学
報
、
一
一
一
二
［
四
］
、
一
九
九
八
）
で
は
、
「
複
雑
性
科
学
（
の
。
」
の
旨
の
ｏ
ｍ
８
Ｂ
ご
｝
の
凶
ご
）
」
の
概
念
枠
組
み
の

準
用
に
よ
り
、
行
政
文
化
の
進
化
と
い
う
新
し
い
視
点
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
の
行
政
文
化
の
特
徴
的
な
部
分

で
あ
る
官
治
行
政
文
化
の
形
成
を
説
明
す
る
た
め
に
、
一
九
六
○
年
代
の
経
済
開
発
過
程
に
お
い
て
見
ら
れ
た
官
治
経
済
・
金
融
を
分
析

対
象
と
し
、
官
治
行
政
文
化
の
形
成
と
固
着
化
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
論
文
は
、
行
政
文
化
は
行
政
組
織
に
従
事
し
行
政
を
担
当

す
る
人
々
の
思
考
と
行
態
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
従
来
の
行
政
文
化
に
対
す
る
研
究
は
主
に
一
定
の
時
期
の
総
体
的
な

行
政
文
化
の
内
容
と
そ
の
特
性
及
び
変
化
要
因
を
明
ら
か
に
し
、
望
ま
し
い
変
化
の
方
向
を
探
究
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と

評
価
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
行
政
文
化
の
変
動
を
説
明
す
る
従
来
の
理
論
は
、
行
政
文
化
の
変
化
の
中
で
、
特
定
側
面
の
変
化
を
説

明
す
る
に
は
有
効
で
あ
っ
て
も
、
官
治
行
政
文
化
の
形
成
と
固
着
化
の
よ
う
な
行
政
文
化
の
変
化
現
象
を
説
明
す
る
に
は
限
界
が
あ
っ
た

と
指
摘
す
る
（
虜
化
俊
、
一
九
九
八
、
一
三
七
～
一
一
一
一
八
）
。

こ
の
論
文
で
は
、
行
政
文
化
を
、
「
あ
る
行
政
シ
ス
テ
ム
に
従
事
す
る
人
々
が
集
団
的
に
共
有
す
る
よ
り
深
層
的
な
基
本
前
提
、
支
配

的
な
価
値
観
、
信
念
、
態
度
、
学
習
さ
れ
た
象
徴
行
為
と
人
工
物
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
複
合
総
体
」
と
定
義
し
、
社
会
文
化
同
様
、

特
定
の
社
会
と
時
代
に
従
い
「
形
体
（
【
Ｃ
Ｈ
Ｂ
）
」
と
「
パ
タ
ー
ン
（
冨
詳
の
曰
）
」
を
持
つ
と
い
う
。
ま
た
、
行
政
文
化
の
変
化
に
対
す
る

従
来
の
研
究
を
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
記
述
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
区
分
し
、
特
に
、
従
来
に
お
け
る
韓
国
の
行
政
文
化
の
変
化
に
対
す
る
記

行
政
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
（
申
）

一
七

六
行
政
文
化
の
「
進
化
」
へ
の
理
解
韓
複
雑
性
科
学
に
よ
る
官
治
財
政
・
金
融
の
分
析
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八

述
的
・
説
明
的
研
究
は
、
大
き
く
二
つ
の
論
理
に
よ
っ
て
区
分
で
き
る
と
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
行
政
環
鰭
｛
の
変
化
が
行
政
文
化
の
変
化

を
も
た
ら
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
行
故
シ
ス
テ
ム
の
内
的
な
変
化
が
行
政
文
化
の
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
前
者
と
し
て
は
、
①
行
政
文
化
の
変
化
に
対
す
る
形
成
的
側
面
か
ら
の
理
解
、
②
行
政
文
化
の
変
化
は
戸
霜
凶
的
な
朴
丞
雪
構
造
変
化

の
枠
組
み
の
中
か
ら
と
い
う
理
解
、
③
エ
リ
ー
ト
の
分
散
化
と
「
弾
的
領
域
の
拡
大
に
よ
る
行
政
文
化
の
変
化
と
い
う
理
解
、
後
者
と
し
て

は
、
行
政
手
続
き
の
簡
素
化
、
官
僚
に
対
す
る
生
活
給
の
支
給
、
教
育
・
訓
練
の
強
化
の
よ
う
な
行
政
シ
ス
テ
ム
内
の
内
的
運
営
と
管
理

改
善
が
行
政
文
化
の
変
化
要
因
で
あ
る
と
の
理
解
で
あ
る
。
こ
の
理
解
の
上
に
、
先
行
研
究
の
限
界
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ

ち
、
①
社
会
文
化
と
行
政
文
化
の
変
化
を
受
動
的
に
把
握
し
て
い
る
点
、
②
行
政
文
化
の
変
化
を
も
た
ら
す
主
体
と
し
て
の
行
政
人
の
主

体
的
な
行
動
、
過
程
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
が
不
足
し
て
い
る
点
が
そ
れ
で
あ
る
（
虜
化
俊
、
’
九
九
八
、
’
四
○
～
一
四
一
）
。

複
雑
性
科
学
の
主
要
な
概
念
道
具
で
あ
る
自
体
組
織
化
（
、
自
・
ロ
・
厨
の
」
の
）
と
そ
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
固
着
化
（
」
。
。
【
‐
旨
）
、
そ
し

て
共
進
化
（
８
‐
の
ぐ
・
旨
は
○
口
）
と
そ
の
理
解
の
た
め
の
地
形
（
一
回
目
の
８
℃
の
）
や
混
沌
の
隅
（
の
。
、
の
Ｃ
汀
冨
。
、
）
な
ど
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
た
官
治
経
済
・
金
融
の
形
成
と
固
着
化
に
関
す
る
分
析
で
は
、
伝
統
的
な
家
族
中
心
の
文
化
風
土
の
下
で
は
大
企
業
は
成
長
し
な
い

と
の
予
測
と
は
異
な
り
、
一
九
六
○
年
代
の
韓
国
の
大
企
業
は
国
家
の
重
要
な
役
割
の
下
で
、
特
定
企
業
の
大
型
化
と
特
定
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
た
め
の
後
渓
棗
と
し
て
、
信
用
統
制
と
輸
出
市
場
へ
の
参
加
に
対
す
る
認
可
権
を
使
い
、
官
治
経
済
・
金
融
シ
ス
テ
ム
の
控
組
み
を
完

成
さ
せ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
虞
化
俊
、
一
九
九
八
、
一
四
七
～
’
四
八
）
。
こ
の
枠
組
み
は
、
指
導
を
受
け
る
資
本
主
義
体
制
の
維

持
と
い
う
国
家
目
標
と
、
財
閥
経
営
者
と
高
級
（
経
済
）
官
僚
の
間
の
共
進
化
（
問
題
解
決
に
お
け
る
開
発
連
帯
方
式
）
に
よ
っ
て
現
在

ま
で
も
続
い
て
い
る
（
固
着
化
）
。
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二
○
○
○
年
に
発
表
さ
れ
た
韓
国
行
政
研
究
院
（
【
弓
房
．
【
・
局
の
目
曰
の
計
冒
（
の
。
ｍ
勺
巨
目
。
シ
・
目
已
の
庁
『
目
。
。
）
の
「
韓
国
行
政
文

化
の
順
機
能
性
（
尹
幻
の
‐
『
一
凰
耳
ｏ
房
の
少
。
且
口
曾
『
目
ぐ
の
○
口
］
目
円
の
旨
【
・
『
の
Ｐ
シ
『
の
日
ロ
の
円
の
し
ご
印
可
自
由
旨
⑪
□
）
」
は
、
行
政
文
化

に
対
す
る
順
機
能
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
冒
頭
に
、
「
行
政
文
化
に
対
す
る
認
識
は
、
否
定
的
な
側
面

を
過
渡
に
強
調
し
て
き
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
経
済
開
発
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
弊
害
の
原
因
を
前
近
代
的
な
行
政
文
化
に
求
め
る

か
ら
で
あ
る
」
と
し
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
行
政
文
化
に
対
す
る
研
究
を
否
定
的
な
視
角
に
固
着
さ
せ
、
肯
定
的
な
行
政
文
化
の
特
性
の

発
見
を
難
し
く
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
韓
国
行
政
学
界
の
泰
斗
で
あ
る
朴
東
緒
教
授
を
研
究
責
任
者
と
し
、
金
晩
基
・
呉

錫
泓
ら
の
権
威
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
布
陣
は
、
戦
後
の
行
政
文
化
研
究
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
こ
こ

に
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

行
政
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
甫
）

’
九

一
》
黄
ソ
ン
ド
ン
一
九
九
三
）
。

に
捉
え
が
ち
な
行
政
文
化
が
、

う
る
こ
と
へ
の
認
識
で
あ
る
。

儒
教
的
な
文
化
基
盤
を
伝
統
的
な
行
政
文
化
と
し
て
考
え
、
そ
の
逆
機
能
に
対
す
る
批
判
を
重
ね
て
き
た
文
化
志
向
的
な
研
究
に
対
す

る
限
界
に
つ
い
て
は
上
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
行
政
文
化
の
順
機
能
に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
研
究
が
芽
生
え
始
め
た
。

も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
行
政
文
化
に
対
す
る
肯
定
的
な
評
価
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
趙
錫
俊
一
九
八
四
一
金
繁
雄
一
九
九

一
》
黄
ソ
ン
ド
ン
一
九
九
三
）
。
す
な
わ
ち
、
行
政
組
織
に
お
い
て
の
家
族
主
義
や
情
的
人
間
主
義
、
権
威
主
義
な
ど
の
よ
う
な
否
定
的

に
捉
え
が
ち
な
行
政
文
化
が
、
実
際
の
行
政
課
題
の
解
決
に
際
し
て
は
こ
う
し
た
否
定
的
な
側
面
が
業
務
推
進
の
推
進
力
や
動
機
に
な
り

七
否
定
的
な
行
政
文
化
の
再
検
討
叩
順
機
能
へ
の
期
待
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先
行
研
究
に
関
す
る
認
識
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
行
政
文
化
に
関
す
る
研
究
が
継
続
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
一
定
の
評
価
を
し
な
が

ら
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
大
半
が
、
過
去
の
前
近
代
的
な
文
化
の
中
で
、
研
究
者
の
主
観
的
な
評
価
を
土
台
に
選
択
的
に
抽
出
し
韓
国

行
政
文
化
の
特
性
を
記
述
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
一
九
五
○
年
代
ま
で
の
静
態
的
な
前
近
代
性
を
そ
の
ま
ま
要
約
し
、
否
定

的
な
側
面
を
中
心
に
行
政
文
化
を
描
き
、
特
徴
づ
け
て
き
た
傾
向
が
強
い
と
見
る
。

し
か
し
、
一
九
四
八
の
政
府
樹
立
後
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
一
九
六
○
年
代
以
降
の
行
政
主
導
の
経
済
発
展
、
そ
し
て
一
九
八
七
年
以

降
の
民
主
化
の
進
展
と
産
業
化
の
成
熟
は
行
政
環
境
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
お
り
、
社
会
福
祉
な
ど
に
お
け
る
政
府
の
積
極
的
な
役
割
は

今
後
も
必
要
と
指
摘
し
、
官
民
を
問
わ
ず
、
過
去
の
惰
性
か
ら
の
克
服
を
課
題
と
し
て
強
調
す
る
。
そ
の
上
、
こ
の
課
題
克
服
に
向
け
て

持
つ
べ
き
関
心
と
し
て
、
①
前
近
代
的
な
一
九
五
○
年
代
ま
で
の
行
政
文
化
の
特
性
に
対
す
る
認
識
の
あ
り
方
、
②
一
九
六
○
年
代
以
降

の
行
政
文
化
と
比
較
、
③
行
政
の
二
大
核
心
機
能
で
あ
る
政
策
決
定
と
執
行
に
限
定
し
た
具
体
的
な
比
較
検
証
、
④
国
家
発
展
の
た
め
の

行
政
力
量
に
有
効
な
行
政
文
化
の
中
の
特
徴
は
何
か
、
⑤
望
ま
し
い
行
政
発
展
の
た
め
に
行
政
行
態
に
影
響
を
与
え
る
要
素
、
例
え
ば
、

専
門
性
、
組
織
構
造
、
政
治
社
会
的
環
境
な
ど
、
網
羅
的
な
要
素
の
う
ち
、
従
来
の
行
政
文
化
が
強
調
し
た
要
因
の
把
握
を
取
り
上
げ
て

い
る
（
韓
国
行
政
研
究
院
、
二
○
○
○
、
三
）
。

院
、
二
○
○
○
、
二
。

法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
二
号

二
○

こ
の
研
究
は
、
そ
の
目
的
に
お
い
て
、
「
行
政
文
化
は
公
職
者
の
物
事
と
現
象
に
対
す
る
認
識
、
解
釈
及
び
価
値
の
付
与
に
根
本
的
な

理
解
の
枠
組
み
（
フ
レ
ー
ム
）
を
提
供
し
て
く
れ
る
」
と
し
、
公
職
者
の
行
態
の
理
解
は
行
政
文
化
の
理
解
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
も
の

と
い
う
認
識
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
反
面
、
こ
の
行
政
文
化
は
、
文
化
概
念
の
多
様
性
・
多
面
性
に
起
因
し
、
抽
象
的
で
高
次
元
的
な
属

性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
概
念
や
構
成
要
素
に
関
し
て
研
究
者
間
の
合
意
を
求
め
る
の
は
難
し
い
と
指
摘
す
る
（
韓
国
行
政
研
究
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こ
の
研
究
で
は
、
韓
国
の
行
政
文
化
の
概
念
を
「
韓
国
人
が
持
っ
て
い
る
価
値
観
と
組
織
構
造
に
よ
り
相
互
間
の
対
人
関
係
、
役
割
期

待
が
生
じ
、
こ
れ
を
韓
国
の
行
政
文
化
ま
た
は
組
織
文
化
」
（
朴
東
緒
、
一
九
九
八
）
を
踏
ま
え
、
「
行
政
文
化
を
行
政
組
織
の
構
成
員
が

共
有
し
て
い
る
価
値
観
に
根
拠
す
る
行
動
規
範
及
び
態
度
」
と
し
て
定
義
す
る
。
こ
の
定
義
の
背
景
に
は
、
近
年
に
お
け
る
韓
国
の
行
政

文
化
に
対
す
る
研
究
が
否
定
的
な
側
面
の
強
調
と
一
方
的
な
批
判
か
ら
脱
皮
し
、
行
政
の
発
展
を
模
索
す
る
次
元
か
ら
改
善
の
余
地
を
指

摘
す
る
研
究
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
否
定
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
行
政
文
化
の
諸

要
素
の
う
ち
、
教
育
の
尊
重
、
強
い
成
就
動
機
と
勤
勉
性
、
創
意
性
、
泓
益
人
間
の
思
想
と
為
民
思
想
、
忠
孝
思
想
な
ど
は
今
日
の
必
要

に
あ
わ
せ
て
新
し
い
解
釈
が
可
能
な
肯
定
的
な
伝
統
文
化
で
あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
同
じ
く
、
す
で
に
指
摘
し
た
儀
式
主
義
、
温
情

主
義
、
家
父
長
主
義
、
情
実
主
義
な
ど
の
行
政
文
化
も
、
否
定
的
な
側
面
の
み
な
ら
ず
、
肯
定
的
な
側
面
を
同
時
に
含
ん
で
お
り
、
例
え

ば
、
家
族
主
義
の
場
合
、
家
父
長
的
な
支
配
体
制
の
強
化
と
情
実
的
な
人
事
の
助
長
な
ど
の
副
作
用
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
が
、
組
織
の
人

間
的
経
営
を
可
能
に
し
、
職
務
集
団
の
安
定
化
し
、
生
産
性
向
上
の
た
め
の
動
機
付
与
の
役
割
を
果
た
す
な
ど
、
肯
定
的
な
側
面
も
少
な

く
は
な
い
。
ま
た
、
気
分
主
義
的
な
行
動
を
助
長
し
、
情
実
人
事
や
腐
敗
の
原
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
温
情
的
人
間
関
係
の
場
合
、

集
団
の
硬
直
性
を
緩
和
す
る
上
で
肯
定
的
な
役
割
を
果
た
す
と
評
価
さ
れ
る
（
韓
国
行
政
研
究
院
、
二
○
○
○
、
’
二
～
’
五
）
。

他
方
、
研
究
調
査
の
方
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
研
究
は
行
政
文
化
に
対
す
る
認
識
を
把
握
す
る
た
め
に
公
務
員
集
団
と
、
行
政
文
化
に

関
心
の
高
い
関
連
分
野
の
研
究
者
集
団
を
対
象
に
設
計
さ
れ
て
お
り
、
教
授
な
ど
専
門
家
集
団
の
場
合
は
、
判
断
票
集
（
｝
巨
局
目
の
員
の

８
日
己
］
曰
、
）
を
活
用
し
、
公
務
員
集
団
の
場
合
は
、
意
図
的
票
集
（
ロ
ロ
ｓ
ｏ
巴
く
の
⑰
四
日
己
目
的
）
と
可
用
票
集
（
口
く
巴
］
：
］
の

②
四
日
目
ロ
、
）
を
混
用
し
て
い
る
。
公
務
員
集
団
と
専
門
家
集
団
を
合
わ
せ
た
有
効
標
本
数
は
一
七
八
で
あ
っ
た
。
一
九
六
○
年
代
を
政

治
的
に
は
民
主
主
義
の
形
式
が
整
い
始
め
た
時
期
と
し
て
、
ま
た
、
本
格
的
に
近
代
行
政
の
体
制
が
形
成
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
こ
と
に
着

杼
故
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
甫
）

一
一
一
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法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
二
号

一一一一

目
し
、
「
朝
騨
時
代
か
ら
一
九
五
○
年
代
ま
で
」
と
「
一
九
六
○
年
代
以
降
か
ら
現
在
ま
で
」
と
い
う
二
つ
の
時
代
区
分
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
上
、
文
献
調
査
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
た
三
七
の
行
政
文
化
の
特
振
性
の
う
ち
、
一
九
五
○
年
代
ま
で
の
調
査
で
は
、
二
六
の
特
性
（
現

世
志
向
性
、
過
去
指
向
性
、
組
織
に
対
す
る
忠
誠
心
［
自
己
犠
牲
］
、
個
々
人
の
成
就
指
向
性
、
勤
勉
性
、
組
織
内
の
競
争
性
、
責
任
感
、

学
習
指
向
性
、
実
績
よ
り
年
功
重
視
、
法
令
重
視
、
人
和
志
向
、
上
下
秩
一
序
意
識
、
公
私
区
分
、
清
貧
性
、
率
先
模
範
、
平
篝
磁
罠
一
次

集
団
中
心
、
職
資
よ
り
職
位
重
視
、
画
一
性
［
順
応
主
義
］
、
形
式
主
義
、
一
般
主
義
［
専
門
性
欠
如
］
、
出
世
主
義
［
信
念
の
弱
さ
］
、

無
事
、
安
逸
、
秘
密
主
義
、
為
民
思
想
、
紬
姻
叫
的
価
値
尊
重
）
を
選
定
し
、
設
問
調
査
を
作
成
し
た
。
そ
の
結
果
、
’
九
五
○
年
代
ま
で
の

行
政
文
化
の
う
ち
、
①
実
績
よ
り
年
功
重
視
、
②
上
下
秩
一
序
意
識
、
③
形
式
主
義
、
④
組
織
に
対
す
る
忠
誠
心
（
犠
紳
嫁
禰
神
）
、
⑤
画
一

性
（
順
応
主
義
）
、
⑥
出
世
主
義
（
信
念
の
弱
さ
）
の
六
つ
が
も
っ
と
も
高
い
頻
度
を
示
し
た
。

他
方
、
’
九
六
○
年
代
以
降
の
調
査
で
は
、
二
○
の
特
性
（
現
世
志
向
性
、
組
織
に
対
す
る
忠
誠
心
［
犠
牲
精
神
］
、
個
々
人
の
成
就

指
向
性
、
勤
勉
性
、
組
織
内
の
競
争
性
、
責
任
感
、
学
習
指
向
性
、
未
来
志
向
性
、
創
意
刷
新
性
、
経
済
的
価
値
の
重
視
、
法
令
重
視
、

討
論
／
妥
協
重
視
、
変
化
対
応
性
、
上
下
秩
序
意
識
、
対
民
奉
仕
性
［
官
尊
民
卑
の
反
対
］
、
迅
速
な
意
思
決
定
、
画
一
性
、
一
般
主
義

［
専
門
性
欠
如
］
、
強
い
昇
進
志
向
性
、
エ
リ
ー
ト
主
義
）
を
用
い
て
、
一
九
六
○
年
代
以
降
の
経
済
及
び
教
育
の
発
展
に
与
え
た
影
酔
に

つ
い
て
質
問
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
一
九
六
○
年
代
以
降
の
特
性
の
う
ち
、
肯
定
的
な
行
政
文
化
の
特
性
と
し
て
は
、
①
再
勤
勉
性
、
②

責
任
感
、
③
未
一
木
志
向
性
、
④
個
々
人
の
成
就
志
向
性
、
⑤
対
民
奉
仕
性
［
官
尊
民
卑
に
反
対
］
、
⑥
学
習
指
向
性
が
選
ば
れ
た
。
一
声
ぺ

否
定
的
な
行
政
文
化
の
特
性
と
し
て
は
、
①
画
一
性
、
②
｜
股
主
義
［
専
門
性
の
欠
如
］
、
③
強
い
昇
進
志
向
性
、
④
エ
リ
ー
ト
主
義
、

⑤
上
下
秩
一
序
意
識
が
選
ば
れ
て
い
る
（
韓
国
行
政
研
究
院
、
二
○
○
○
、
四
九
～
五
二
）
。

ま
た
、
政
策
決
定
と
政
策
執
行
に
限
定
し
て
行
っ
た
質
問
に
お
い
て
は
、
「
政
策
決
定
」
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
特
性
の
影
響
に
つ
い
て

Hosei University Repository



は
、
肯
定
的
な
影
響
を
与
え
た
要
素
と
し
て
、
①
責
任
感
、
②
未
来
志
向
性
、
③
創
意
刷
新
性
、
④
勤
勉
性
、
⑤
学
習
指
向
性
が
選
ば
れ
、

政
策
決
定
の
妥
当
性
と
現
実
性
を
向
上
さ
せ
る
重
要
な
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
一
方
、
①
画
一
性
、
②
一
般
主
義
［
専
門
性
の
欠

如
］
、
③
強
い
昇
進
志
向
性
、
④
エ
リ
ー
ト
主
義
、
⑤
上
下
秩
序
意
識
な
ど
は
、
否
定
的
な
影
響
を
与
え
た
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

（
韓
国
行
政
研
究
院
、
二
○
○
○
、
八
一
～
八
二
）
。

「
政
策
執
行
」
に
関
す
る
同
様
の
質
問
に
お
い
て
は
、
肯
定
的
な
影
響
を
与
え
た
要
素
と
し
て
、
①
勤
勉
性
、
②
責
任
感
、
③
未
来
志

向
性
、
④
創
意
刷
新
性
、
⑤
学
習
指
向
性
、
⑥
対
民
奉
仕
性
［
官
尊
民
卑
に
反
対
］
が
、
否
定
的
な
影
響
を
与
え
た
要
素
と
し
て
は
、
①

画
一
性
、
②
一
般
主
義
［
専
門
性
の
欠
如
］
、
③
強
い
昇
進
志
向
性
、
④
エ
リ
ー
ト
主
義
、
⑤
上
下
秩
序
意
識
、
⑥
現
世
志
向
性
が
そ
れ

ぞ
れ
挙
げ
ら
れ
た
（
韓
国
行
政
研
究
院
、
二
○
○
○
、
一
○
六
～
一
○
八
）
。

ま
た
、
こ
の
研
究
で
は
、
一
二
世
紀
の
国
家
発
展
の
た
め
の
必
要
な
行
政
文
化
の
特
性
に
対
す
る
質
問
を
行
っ
て
い
る
。
上
記
の
一
九

六
○
年
代
以
降
の
行
政
文
化
の
特
質
に
お
い
て
用
い
た
二
○
の
特
性
を
対
象
に
し
て
行
っ
た
こ
の
質
問
の
結
果
、
①
創
意
刷
新
性
、
②
責

任
感
、
③
変
化
対
応
性
、
④
未
来
志
向
性
、
⑤
討
論
／
妥
協
の
重
視
、
⑥
対
民
奉
仕
性
［
官
尊
民
卑
に
反
対
］
が
選
ば
れ
、
環
境
変
化
へ

の
対
応
に
必
要
な
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
一
二
世
紀
の
国
家
発
展
・
行
政
発
展
を
向
け
て
も
っ
と
も
貢
献
で
き
る
分
野
に
関
し
て
も
次
の
九
つ
の
項
目
に

つ
い
て
質
問
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
政
治
社
会
の
民
主
化
［
法
治
・
分
権
］
、
②
組
織
内
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
③
櫛
成
員
の
態
度

変
化
、
④
行
政
に
対
す
る
外
部
統
制
［
政
治
及
び
市
民
社
会
に
よ
る
統
制
］
、
⑤
行
政
手
続
き
の
透
明
性
・
公
開
性
向
上
、
⑥
公
務
員
の

知
識
技
術
向
上
、
⑦
公
務
員
の
勤
務
条
件
の
改
善
、
⑧
公
務
員
の
成
果
に
対
す
る
評
価
及
び
賞
罰
の
明
確
化
、
⑨
職
責
変
化
［
業
務
分
担

の
変
化
］
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
各
項
目
に
関
す
る
答
え
は
、
｜
（
少
な
い
）
か
ら
二
・
三
・
四
（
普
通
）
、
五
（
高
い
）
と
な
っ
て
お
り
、

行
披
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
（
申
）

一一一一一
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志
林
第
一
○
七
巻
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二
号

二
四

数
字
が
大
き
い
ほ
ど
、
そ
の
項
目
に
対
す
る
役
割
を
吉
向
く
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
。
質
問
の
結
果
に
お
い
て
は
、
①
政
治
社
会
の
民
主
化

［
法
治
・
分
権
］
、
行
政
手
続
き
の
透
明
性
・
公
開
性
向
上
の
二
つ
の
項
目
が
最
も
高
く
（
四
．
五
）
、
②
構
成
員
の
態
度
変
化
（
四
四
）
、

③
公
務
員
の
知
識
技
術
向
上
、
公
務
員
の
勤
務
条
件
の
改
善
（
四
・
三
）
、
④
組
織
内
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
（
四
・
一
）
、
⑤
公
務
員
の
成

果
に
対
す
る
評
価
と
賞
罰
の
明
確
化
（
四
・
○
）
、
⑥
職
責
変
化
［
業
務
分
担
の
変
化
］
（
三
・
八
）
、
⑦
行
政
に
対
す
る
外
部
統
制
［
政

治
及
び
市
民
社
会
に
よ
る
統
制
］
（
一
一
一
．
八
）
の
順
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
は
、
他
の
項
目
七
つ
に
関
し
て
は
、

公
務
員
集
団
及
び
専
門
家
集
団
に
お
い
て
ほ
ぼ
共
通
的
な
認
識
の
一
致
を
示
し
て
い
る
が
、
行
政
の
外
部
統
制
［
政
治
及
び
市
民
社
会
に

よ
る
統
制
］
に
対
し
て
、
専
門
家
集
団
の
評
価
（
四
・
○
）
に
比
べ
公
務
員
集
団
の
評
価
は
低
く
（
三
．
四
）
、
ま
た
、
公
務
員
の
勤
務

条
件
の
改
善
に
つ
い
て
、
公
務
員
集
団
の
評
価
が
高
い
（
四
．
五
）
の
に
対
し
、
専
門
家
集
団
の
評
価
は
低
い
（
三
・
八
）
こ
と
が
分
か

っ
た
（
韓
国
行
政
研
究
院
、
二
○
○
○
、
一
一
一
六
～
一
一
一
一
八
及
び
一
五
二
）
。

こ
の
研
究
は
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
、
「
行
政
文
化
の
時
代
的
変
化
に
対
す
る
考
察
と
近
代
化
及
び
経
済
発
展
の
過
程
に
お
い
て
肯
定

的
な
貢
献
を
し
た
行
政
文
化
の
要
素
を
経
験
的
に
確
認
し
、
持
続
的
な
発
展
の
た
め
に
志
向
す
べ
き
行
政
文
化
の
特
性
を
把
握
し
、
こ
れ

を
育
む
た
め
に
必
要
な
行
政
内
外
の
要
因
に
つ
い
て
確
認
し
た
」
と
述
べ
、
そ
の
意
義
を
強
調
す
る
一
方
、
記
述
的
な
分
析
に
止
ま
っ
て

い
る
限
界
に
つ
い
て
も
述
べ
な
が
ら
、
行
政
文
化
の
間
の
関
係
や
行
政
文
化
と
重
要
な
組
織
特
性
と
の
関
係
、
そ
の
組
織
構
成
員
に
対
す

る
影
響
な
ど
、
後
続
す
る
研
究
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
韓
国
行
政
研
究
院
、
二
○
○
○
、
一
五
三
～
一
五
五
）
。

八
東
ア
ジ
ア
の
行
政
文
化
亜
比
較
の
視
点
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権
威
意
識
、
法
意
識
、
序
列
》

こ
の
論
文
の
目
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
比
較
の
結
果
、
①
家
族
意
識
に
つ
い
て
は
、
中
国
と
韓
国
は
と
も
に
家
族
に
対
す
る
意
識
が
強
く
、
日
本
の
場
合
は
こ
れ
よ
り
は

弱
い
、
②
権
威
意
識
に
つ
い
て
は
、
韓
国
の
方
が
中
国
・
日
本
よ
り
強
く
、
③
法
意
識
に
お
い
て
は
、
日
本
が
中
国
・
韓
国
よ
り
高
い
、

④
序
列
意
識
に
つ
い
て
は
、
日
本
が
強
く
、
⑤
明
文
意
識
に
つ
い
て
は
、
中
国
と
韓
国
が
日
本
よ
り
強
い
と
の
結
論
が
出
た
。
こ
の
結
果

か
ら
は
、
日
本
の
方
が
よ
り
西
欧
化
さ
れ
て
お
り
、
中
国
と
韓
国
は
、
儒
教
的
な
性
格
が
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
こ
の
論
文
で
は
、
こ
う
し
た
行
政
文
化
に
お
い
て
相
違
が
発
生
す
る
理
由
と
し
て
、
①
自
然
環
境
（
三
四
日
日
一
向
ロ
ゴ
『
・
ロ
ー

ョ
の
日
、
風
土
的
・
地
政
学
的
要
因
）
、
②
哲
学
及
び
宗
教
（
勺
冨
・
の
○
℃
ご
目
。
”
島
四
○
口
、
理
念
的
要
因
）
、
③
同
質
性
の
程
度
（
四
・
日
。
‐

、
の
ロ
の
旨
、
人
種
・
言
語
な
ど
の
同
質
性
と
異
質
性
）
、
④
政
治
・
行
政
柵
造
（
勺
。
言
８
－
‐
シ
ロ
ョ
ヨ
ー
の
［
『
昌
一
ぐ
の
の
〔
Ｂ
Ｃ
Ｂ
『
の
、
集
権
化
・

階
層
化
な
ど
の
水
準
）
、
⑤
性
格
（
勺
の
『
⑫
。
：
一
旨
、
心
理
学
的
要
因
）
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
中
国
や
韓
国
に
比
べ
、
日
本
の
行
政
文

化
が
独
特
な
の
は
、
こ
の
う
ち
、
地
理
的
要
因
、
哲
学
・
宗
教
的
要
因
、
そ
し
て
政
治
・
行
政
の
構
造
要
因
の
差
か
ら
起
因
す
る
と
指
摘

行
故
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
甲
）

二
五

他
方
、
一
九
八
三
年
に
発
表
さ
れ
た
金
晩
基
の
論
文
「
東
ア
ジ
ア
地
域
の
行
政
文
化
の
比
較
考
察
、
中
国
・
日
本
・
韓
国
を
中
心
に
」

（
金
晩
基
、
『
韓
国
地
域
研
究
』
一
、
一
九
八
三
）
は
、
欧
米
行
政
文
化
と
の
比
較
に
お
い
て
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
行
政
文
化
の
一
般
的
な

性
格
及
び
諸
学
者
の
意
見
と
し
て
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
家
族
主
義
（
族
閥
主
義
）
の
性
格
が
澱
く
、
公
と
私
の

概
念
の
区
別
が
弱
い
、
②
官
民
関
係
が
権
威
主
義
的
で
あ
る
、
③
法
意
識
が
希
薄
で
、
情
的
な
人
間
関
係
に
捕
ら
わ
れ
や
す
い
、
④
序
列

意
識
、
階
層
意
識
が
強
い
、
⑤
実
利
よ
り
名
分
を
重
視
す
る
傾
向
（
名
分
主
義
）
が
あ
り
、
儀
式
主
義
に
陥
り
や
す
い
、
⑥
気
分
に
左
右

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
、
⑦
運
命
主
義
（
運
命
論
）
に
陥
り
や
す
い
な
ど
の
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
属
性
の
中
か
ら
、
五
つ
（
家
族
意
識
、

権
威
意
識
、
法
意
識
、
序
列
意
識
、
名
分
意
識
）
の
基
準
（
変
数
）
を
取
り
あ
げ
、
中
国
・
日
本
・
韓
国
の
行
政
文
化
を
比
較
す
る
の
が
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さ
ら
に
、
官
僚
制
と
い
う
共
通
現
象
に
対
し
、
「
官
僚
制
が
国
民
と
利
益
集
団
の
圧
力
を
受
け
る
の
は
、
米
国
の
場
合
、
普
遍
的
な
現

象
で
あ
る
。
業
界
は
、
政
府
が
厳
格
な
規
制
と
規
則
を
企
業
体
に
強
制
す
る
こ
と
に
よ
り
企
業
活
動
を
妨
害
し
て
い
る
と
政
府
を
非
難
す

法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
二
号

一一一ハ

し
て
い
る
（
金
晩
基
、
一
九
八
一
一
一
、
四
三
～
五
八
）
。

一
九
九
三
年
に
発
表
さ
れ
た
全
種
樫
・
武
藤
博
己
の
共
同
論
文
「
日
本
行
政
文
化
に
関
す
る
研
究
」
（
全
種
愛
・
武
藤
博
己
、
『
行
政
問

題
論
集
』
一
一
一
、
漢
陽
大
学
、
一
九
九
三
）
は
、
日
本
の
行
政
の
社
会
的
・
文
化
的
要
因
に
焦
点
を
置
き
、
日
本
行
政
の
内
面
、
す
な
わ

ち
、
行
政
現
象
が
公
務
員
ら
に
与
え
る
影
響
の
主
観
的
な
意
味
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
が
持
っ
た
関
心
事
と
し

て
は
、
官
僚
的
な
政
府
組
織
の
効
率
性
と
効
果
性
に
寄
与
す
る
要
因
は
何
な
の
か
、
伝
統
的
な
文
化
は
公
務
員
の
行
態
と
宜
勤
に
ど
の
程

度
の
影
響
を
与
え
る
の
か
、
な
ぜ
日
本
の
公
務
員
は
彼
ら
の
日
常
的
な
任
務
に
そ
れ
ほ
ど
忠
誠
す
る
の
か
な
ど
で
あ
る
（
全
穗
聴
手
武
藤

博
己
、
一
九
九
一
一
一
、
一
一
○
一
～
二
○
二
）
。
こ
の
論
文
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
を
考
察
す
る
た
め
に
、
①
垂
直
関
係
の
主
観
的
な
意

味
、
②
集
団
主
義
対
個
人
主
義
、
③
甘
え
と
相
互
依
存
の
心
理
、
④
｛
霧
徴
主
義
と
調
和
、
⑤
意
識
伝
達
と
し
て
の
文
化
、
⑥
権
力
と
事
前

交
渉
現
象
、
⑦
官
僚
的
責
任
性
、
⑧
文
化
と
行
政
へ
の
影
響
な
ど
の
諸
点
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
い
る
。
中
で
は
、
儒
教
の
影
響
に
つ

い
て
、
「
国
王
と
国
家
、
政
府
と
国
民
、
管
理
者
と
部
下
職
員
、
先
輩
と
後
輩
の
関
係
な
ど
の
よ
う
な
社
会
秩
序
と
階
層
制
の
基
盤
を
提

供
す
る
。
明
治
維
新
二
八
六
八
）
以
降
の
儒
教
的
理
念
は
、
国
家
の
た
め
に
奉
仕
す
る
国
民
を
訓
練
す
る
手
由
径
と
し
て
教
育
を
強
調
し
、

初
埠
期
に
は
国
王
に
対
し
、
現
在
は
国
家
に
対
す
る
義
務
感
を
助
長
す
る
た
め
に
、
倫
理
・
愛
国
心
及
び
忠
誠
を
強
調
し
て
き
た
」
（
全
種

愛
・
武
藤
博
己
、
一
九
九
三
、
二
○
五
）
、
ま
た
、
「
意
思
決
定
過
程
に
お
け
る
稟
議
制
の
採
用
は
、
官
僚
制
に
お
い
て
民
主
主
義
の
原
則

に
対
す
る
同
意
で
は
な
く
、
関
係
と
忠
誠
心
を
増
進
さ
せ
る
一
夕
法
で
あ
る
」
（
全
種
隻
・
武
藤
博
己
、
一
九
九
一
一
一
、
二
一
三
）
と
指
摘
し

て
い
る
。
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本
稿
で
は
、
今
後
の
行
政
文
化
に
関
す
る
国
際
比
較
を
念
頭
に
置
き
、
行
政
文
化
に
関
す
る
研
究
が
行
政
学
の
一
般
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て

定
着
し
て
い
る
韓
国
の
行
政
文
化
研
究
の
現
状
把
握
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
、
一
九
六
八
年
以
降
、
二
○
○
○
年
ま
で
の
論
文
（
行
政

学
会
年
報
）
を
分
析
し
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
論
文
が
行
政
文
化
の
す
べ
て
の
研
究
蓄
積
を
網
羅
的
に
捉
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、

既
述
し
た
よ
う
に
、
行
政
文
化
と
い
う
用
語
や
概
念
は
、
し
ば
し
ば
価
値
観
や
意
識
、
行
動
な
ど
の
類
似
す
る
意
味
合
い
を
も
っ
た
言
葉

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
場
合
の
ほ
か
、
正
面
か
ら
で
は
な
く
、
官
僚
制
や
公
務
員
の
意
識
行
動
、
組
織
再
編
な
ど
の
具
体
的
な
対
象
か
ら

行
故
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
甲
）

二
七

る
。
市
民
も
政
府
が
社
会
問
題
を
解
決
で
き
な
い
場
合
、
税
金
を
非
効
率
的
に
浪
費
し
て
い
る
と
考
え
る
。
反
対
に
、
日
本
官
僚
制
は
、

正
直
・
責
任
及
び
公
正
の
イ
メ
ー
ジ
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
市
民
は
政
府
が
相
当
能
率
的
で
あ
り
、
反
応
的
か
つ
有
能
で
、

国
民
生
活
を
保
護
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
」
（
全
種
愛
・
武
藤
博
己
、
一
九
九
三
、
一
一
一
六
）
と
述
べ
な
が
ら
も
、
戦
後
体
制
の
終
焉

と
相
ま
っ
て
混
乱
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
混
乱
の
原
因
は
「
個
人
主
義
と
多
義
性
」
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
新
し
い
要
素
は
、
従
来
の
忠
誠

心
、
義
務
、
献
身
及
び
集
団
主
義
と
連
結
さ
れ
た
重
大
な
問
題
ら
に
よ
っ
て
相
当
制
限
さ
れ
て
来
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
例
と
し

て
、
社
会
政
策
委
員
会
（
政
府
諮
問
機
関
、
’
九
九
二
）
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
、
作
業
場
に
お
い
て
の
伝
統
的
な
集
団
主
義
を
個
人
主
義

へ
根
本
的
な
転
換
を
行
う
べ
き
と
の
指
摘
と
と
も
に
、
上
級
公
務
員
に
お
け
る
文
化
的
多
義
性
に
対
す
る
不
感
症
と
そ
れ
に
対
応
す
べ
き

国
際
化
へ
の
困
惑
を
指
摘
し
て
い
る
（
全
種
愛
・
武
藤
博
己
、
一
九
九
一
一
一
、
二
一
九
～
二
一
一
○
）
。

お
わ
り
に
癖
韓
国
の
行
政
文
化
研
究
の
特
徴
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こ
の
分
類
を
踏
ま
え
、
韓
国
に
お
け
る
行
政
文
化
研
究
の
特
性
を
大
雑
把
な
括
り
で
区
別
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
大
き
く
四
つ
の
項
目
に

分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
行
政
文
化
の
否
定
的
な
認
識
に
関
す
る
研
究
、
②
行
政
文
化
の
肯
定
的
な
認
識
に
関
す
る
研
究
、
③
行
政

文
化
の
変
動
と
そ
の
要
因
に
対
す
る
研
究
、
④
行
政
文
化
の
改
革
方
向
と
そ
の
課
題
に
関
す
る
研
究
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
、
①
行
政

法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
二
号

二
八

ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
も
多
い
こ
と
か
ら
特
に
そ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
稿
の
対
象
は
、
二
○
○
○
年
ま
で
に
そ
の
時
代
が
区
切
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
二
○
○
○
年
以
降
の
研
究
傾
向
は
、
今

ま
で
の
傾
向
と
は
明
確
に
違
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
研
究
の
数
も
相
当
数
に
達
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
こ
の
辺
の
整
理
も
必
要
で
あ
る
が
、
稿
を
改
め
て
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
韓
国
の
行
政
文
化
研
究
の
分
析
と
あ
わ
せ
て
、
一
般
的
な
客
ｕ
奴
文
化
に
対
す
る
諸
研
究
の
前
提
、
視
点
、
そ
し
て
ア
プ
ロ

ー
チ
一
々
法
を
ま
と
め
る
場
合
、
次
の
よ
う
な
七
つ
の
点
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
行
政
文
化
は
、
社
会
文
化
の
下

位
文
化
で
あ
る
、
②
行
政
文
化
は
、
行
政
体
制
と
い
う
集
合
体
が
持
つ
も
の
で
あ
る
、
③
行
政
文
化
は
、
行
政
体
制
の
構
成
員
ら
の
行
動

を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
文
化
決
定
論
の
水
準
に
至
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
④
文
化
的
本
質
は
、
潜
在
意
識
的
に
存
在
し
、

構
成
員
ら
の
思
考
方
式
、
感
情
、
行
態
の
方
向
を
決
定
す
る
、
⑤
行
政
文
化
は
、
行
政
の
一
つ
の
構
成
要
素
と
し
て
、
他
の
構
成
要
素
と

相
互
作
用
す
る
も
の
と
見
る
、
⑥
行
政
文
化
の
効
率
性
は
普
遍
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
⑦
文
化
を
人
々
の
心
の
中
で
存
在
す

る
観
念
と
し
て
見
る
見
解
、
一
口
動
の
抽
象
と
し
て
見
る
見
解
、
社
会
的
シ
グ
ナ
ル
に
対
す
る
反
応
と
し
て
見
る
見
解
な
ど
が
あ
る
が
、
こ

れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
一
断
面
で
あ
る
（
呉
錫
泓
、
一
九
九
七
、
五
、
困
○
ワ
の
耳
○
・
閂
８
口
。
屡
○
【
ぬ
目
旨
目
・
ロ
ロ
］
○
巳
庁
自
の
．
ｍ
・
曰
の

ｚ
の
ョ
宅
の
円
の
己
の
○
蔑
『
①
の
劃
・
旨
幻
・
日
・
の
Ｃ
］
の
白
亘
の
君
印
画
》
８
．
響
國
自
己
。
Ｃ
：
（
『
○
碕
目
厨
口
斡
Ｓ
ｓ
一
国
亀
冒
ご
ｓ
「
［
□
の
【
【
の
『
・
’
九
九
一
一
一
］
》
弓
．

九
一
’
九
三
よ
り
再
引
用
）
。
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文
化
に
対
す
る
否
定
的
な
認
識
と
し
て
は
、
欧
米
文
化
の
移
植
に
お
い
て
妨
げ
と
な
る
要
因
を
自
虐
的
に
捉
え
た
視
点
と
し
て
、
一
九
六

○
年
代
・
’
九
七
○
年
代
の
著
作
が
こ
こ
の
範
畷
に
属
す
る
。
こ
の
否
定
的
認
識
は
、
主
に
権
威
主
義
、
縁
故
主
義
、
家
族
主
義
、
温
情

主
義
な
ど
、
儒
教
的
思
想
に
基
づ
く
伝
統
的
な
文
化
の
特
性
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
お
り
、
個
人
主
義
や
合
理
主
義
に
基
盤
を
置
く
、
欧

米
諸
国
と
の
文
化
的
相
違
に
対
す
る
自
己
否
定
的
な
視
点
か
ら
伝
統
的
な
要
素
を
評
価
し
よ
う
と
し
も
の
で
あ
る
。
文
化
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
ア
プ
ロ
ー
チ
の
大
半
が
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る

他
方
、
②
の
肯
定
的
な
認
識
に
つ
い
て
は
、
伝
統
文
化
の
純
粋
な
継
承
と
い
う
よ
り
、
前
記
の
否
定
的
視
点
に
対
す
る
感
情
的
な
反
応

の
側
面
が
強
く
、
物
事
の
二
面
性
に
対
す
る
配
慮
の
側
面
か
ら
、
な
る
べ
く
伝
統
的
な
属
性
の
肯
定
的
な
部
分
に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る

傾
向
が
強
い
。
例
え
ば
、
民
主
行
政
の
建
設
に
必
要
な
民
本
主
義
や
為
民
思
想
な
ど
は
、
伝
統
的
な
文
化
の
中
で
も
、
国
民
の
た
め
の
思

想
と
し
て
機
能
を
果
た
し
て
き
た
と
認
め
る
と
と
も
に
、
全
体
権
力
に
対
す
る
牽
制
の
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
と
し
て
継
承
す
べ
き
と
の

立
場
を
と
る
。
他
に
は
、
徳
治
主
義
、
忠
孝
思
想
、
共
同
体
の
重
視
、
勤
勉
・
倹
約
・
清
廉
の
強
調
な
ど
が
こ
こ
に
属
す
る
。
次
に
③
の

行
政
文
化
の
変
動
と
そ
の
要
因
に
対
す
る
研
究
は
、
主
に
一
九
八
○
年
代
か
ら
の
政
治
社
会
的
変
化
に
対
応
し
た
研
究
が
中
心
で
、
開
発

独
裁
と
い
う
権
威
主
義
の
終
焉
と
社
会
民
主
化
の
進
行
と
い
う
時
代
状
況
の
変
化
を
そ
の
背
景
に
、
戦
後
か
ら
の
行
政
文
化
が
変
化
し
て

い
る
こ
と
、
ま
た
変
化
さ
せ
る
べ
き
と
の
啓
蒙
的
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
情
報
化
や
民
主
化
な
ど
の
社
会
情
勢
の
変
化
に

加
え
、
伝
統
的
な
文
化
と
模
倣
的
・
外
来
的
な
文
化
の
混
合
的
な
状
況
を
過
渡
的
な
文
化
体
制
と
み
な
し
、
こ
こ
で
は
価
値
判
断
の
素
乱
、

文
化
連
帯
、
規
範
の
な
い
行
動
な
ど
が
生
じ
、
そ
の
た
め
、
行
政
文
化
も
継
続
的
な
過
渡
期
的
な
性
格
を
帯
び
る
。
こ
う
し
た
状
況
変
化

を
説
明
し
、
何
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
研
究
が
中
心
と
な
る
。

，
最
後
の
④
行
政
改
革
の
方
向
と
そ
の
課
題
に
対
す
る
研
究
は
、
主
に
一
九
九
○
年
代
を
中
心
に
、
’
九
八
○
年
代
の
行
政
文
化
研
究
が

行
故
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
串
）

二
九
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最
後
に
、
既
述
の
と
お
り
、
行
政
文
化
は
社
会
文
化
の
下
位
概
念
で
あ
り
、
世
界
に
お
い
て
同
じ
「
漢
字
文
化
圏
」
と
い
う
文
化
的
土

台
を
有
す
る
国
々
は
そ
う
は
な
い
。
中
で
も
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
行
政
文
化
の
形
成
過
程
は
、
政
治
的
・
経
済
的
な
枠
組
み
の
栂
築
に
欠

か
せ
な
い
重
要
な
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
形
成
過
程
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
蓄
積
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
か
っ
て
の
「
比
較
行

政
研
究
」
が
目
指
し
た
複
合
的
な
国
家
間
の
比
較
を
実
現
す
る
方
法
は
、
ま
ず
二
国
間
の
比
較
の
精
度
を
高
め
て
い
く
こ
と
し
か
あ
る
ま

い
。
そ
の
視
点
か
ら
行
政
文
化
に
関
す
る
韓
国
の
研
究
蓄
積
は
、
今
後
の
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
行
政
文
化
の
比
較
研
究
の
た
め
に
、

多
く
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
る
。

法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
二
号

三
○

轡
い
た
処
方
鐸
巽
に
対
し
、
具
体
的
な
治
療
を
行
う
た
め
の
一
々
法
論
の
提
案
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
範
畷
は
、
望
ま
し
い
行
政
文
化

の
実
現
の
た
め
の
諸
条
件
ぺ
例
え
ば
、
国
民
に
奉
仕
す
る
行
政
の
実
現
（
国
民
中
心
主
義
）
、
公
職
倫
理
の
強
化
、
積
極
的
な
適
応
な
ど

が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
研
究
に
お
け
る
提
案
は
、
具
体
的
な
制
度
設
計
を
提
案
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
姿
に
対

す
る
規
範
・
理
念
を
提
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
処
十
忍
巽
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
六
八
年
以
降
二
○
○

○
圧
代
ま
で
の
三
○
年
間
に
わ
た
る
韓
国
の
行
政
文
化
に
対
す
る
研
究
は
、
時
系
列
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

韓
国
に
お
け
る
行
政
文
化
の
研
究
は
、
国
民
の
意
識
に
そ
の
文
化
基
盤
を
求
め
る
研
究
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、
文
化
心
理
学
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
経
て
、
構
造
主
義
的
な
視
点
へ
と
進
め
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
三
○
年
間
に
お
け
る
社
会
経
済
的
・
政
治
行
政
的
変

化
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
行
政
文
化
の
変
動
を
機
能
的
な
側
面
か
ら
分
析
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
肯
定
す
べ
き
部
分
で
あ

ろ
う
。

参
考
文
献
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金
鳳
式
二
九
六
八
）
「
韓
国
人
の
思
考
方
式
を
通
じ
て
見
た
韓
国
行
政
文
化
」
『
韓
国
行
政
学
報
』
第
二
号

白
完
基
二
九
七
五
）
「
韓
国
行
政
の
近
代
化
に
対
す
る
文
化
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
法
」
「
韓
国
行
政
学
報
』
第
九
号

金
海
東
二
九
七
八
）
「
官
僚
行
態
と
家
族
主
義
」
『
韓
国
行
政
学
報
』
第
一
二
号

白
完
基
二
九
七
八
）
「
韓
国
の
行
政
文
化
、
儀
式
主
義
を
中
心
に
」
『
韓
国
行
政
学
報
』
第
一
二
号

金
光
雄
二
九
八
一
）
「
行
政
文
化
」
「
行
政
論
叢
』
第
九
号
、
ソ
ウ
ル
大
学
行
政
大
学
院

白
完
基
二
九
八
二
）
「
韓
国
の
行
政
文
化
』
高
麗
大
学
出
版
部

金
晩
基
（
一
九
八
三
）
「
東
ア
ジ
ア
地
域
の
行
政
文
化
の
比
較
考
察
」
『
韓
国
地
域
研
究
』
第
一
号

崔
乗
学
（
’
九
八
五
）
「
韓
国
行
政
文
化
の
宗
教
的
な
性
格
、
韓
国
の
神
話
・
巫
教
・
仏
教
・
儒
教
を
中
心
に
」
『
韓
国
行
政
学
報
」
一
九
二
）

趙
錫
俊
二
九
八
六
）
「
韓
国
の
行
政
文
化
」
『
韓
国
行
政
学
』
所
収
、
博
英
社

李
大
煕
（
一
九
九
一
）
「
儒
教
式
行
政
文
化
に
対
す
る
新
し
い
解
釈
」
『
韓
国
行
政
学
報
』
二
五
（
二
）

鄭
成
浩
二
九
九
二
「
韓
国
行
政
研
究
に
お
け
る
文
化
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
評
価
」
（
韓
国
行
政
学
会
夏
季
学
術
大
会
報
告
論
文
）

安
乗
満
・
金
に
鵠
（
一
九
九
二
）
「
韓
国
の
政
治
・
行
政
文
化
の
櫛
造
分
析
、
階
層
関
係
と
集
団
人
脈
関
係
を
中
心
に
」
『
韓
国
行
政
学
報
』
二
五
（
三
）

全
種
饗
・
武
藤
博
己
（
一
九
九
三
）
「
日
本
行
政
文
化
に
関
す
る
研
究
」
『
行
政
問
題
論
集
』
第
一
二
号
、
漢
陽
大
学

チ
ョ
ム
ソ
ン
ニ
九
九
七
）
「
韓
国
行
政
人
の
診
断
と
改
革
、
行
政
文
化
の
視
角
」
（
韓
国
行
政
学
会
夏
季
学
術
大
会
報
告
論
文
）

呉
錫
泓
（
’
九
九
七
）
「
行
政
の
文
化
」
『
行
政
論
議
』
三
五
（
一
一
）
、
ソ
ウ
ル
大
学
行
政
大
学
院

蔵
化
俊
（
一
九
九
八
）
「
韓
国
行
政
文
化
の
進
化
に
対
す
る
複
雑
性
科
学
的
解
釈
、
官
治
経
済
・
金
融
を
中
心
に
」
『
韓
国
行
政
学
報
」
三
二
（
四
）

韓
国
行
政
研
究
院
（
二
○
○
○
）
「
韓
国
行
政
文
化
の
順
機
能
性
」
（
研
究
報
告
書
）

痩
敏
風
三
○
○
五
）
『
韓
国
行
政
学
』
博
英
社

呉
錫
泓
三
○
○
八
）
「
行
政
学
」
（
第
四
版
）
、
博
英
社

（
１
）
本
稿
は
、
議
論
の
拡
散
を
防
ぐ
た
め
に
、
一
九
六
○
年
か
ら
二
○
○
○
年
ま
で
の
文
献
、
中
で
も
、
主
に
「
韓
国
行
政
学
報
」
（
韓
国
行
政
学
会
）
を
中

心
に
、
関
連
す
る
学
会
の
研
究
論
文
及
び
断
行
本
の
う
ち
、
行
政
文
化
を
直
接
対
象
と
し
た
も
の
に
限
定
し
て
い
る
。
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
文
末
に
リ
ス

ト
を
付
け
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
文
献
の
選
択
・
解
説
に
際
し
て
は
、
白
完
基
『
韓
国
行
政
学
五
○
年
、
文
献
検
討
を
中
心
に
』
（
Ｎ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｍ
出
版
、

二
○
○
五
）
の
第
十
一
章
の
四
、
行
政
文
化
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
著
書
・
論
文
リ
ス
ト
を
参
考
し
、
内
容
に
つ
い
て
は
各
論
文
か
ら
引
用
し
た
。

行
政
文
化
の
理
解
に
関
す
る
一
考
察
（
申
）
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